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札幌市議会第二部決算特別委員会記録（第２号） 

令和５年（2023年）10月５日（木曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 32名（欠は欠席者） 

    委 員 長  丸  山  秀  樹       副 委 員 長  太  田  秀  子 

    委   員  勝  木  勇  人       委   員  高  橋  克  朋 

    委   員  こんどう  和  雄       委   員  こじま  ゆ  み 

    委   員  伴     良  隆       委   員  川  田  ただひさ 

    委   員  松  井  隆  文       委   員  村  松  叶  啓 

  欠 委   員  村  山  拓  司       委   員  山  田  洋  聡 

    委   員  小須田  大  拓       委   員  和  田  勝  也 

    委   員  福  士    勝       委   員  小  野  正  美 

    委   員  林     清  治       委   員  中  村  たけし 

    委   員  うるしはら  直  子       委   員  たけのうち  有  美 

    委   員  お ん む ら  健太郎       委   員  森    基誉則 

    委   員  わたなべ  泰  行       委   員  小  口  智  久 

    委   員  前  川  隆  史       委   員  熊  谷  誠  一 

    委   員  吉  岡  弘  子       委   員  長  屋  いずみ 

    委   員  佐  藤    綾       委   員  脇  元  繁  之 

    委   員  波  田  大  専       委   員  山  口  かずさ 

    委   員  成  田  祐  樹 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 議 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●丸山秀樹委員長  ただいまから、第二部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、村山委員からは本日か

ら10月27日まで欠席する旨、また、三神英彦委員

からは山田洋聡委員と、好井委員からはわたなべ

委員と交代する旨、それぞれ届出がありました。 

 議事に先立ち、審査方法について確認いたしま

す。 

 質疑者、討論者及び答弁者は起立して発言する

こと、答弁を行う部長及び課長は冒頭に職及び氏

名を名のってから発言すること、なお、同一委員

への答弁が続く場合は最初だけでよいこととしま

す。また、質疑及び答弁は簡潔を旨とし、前置き

などは極力省き、内容の重複等も避けながら、定

められた審査日程のとおり進めることができるよ

うご協力をお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 議案第１号 令和４年度札幌市各会計歳入歳出

決算認定の件中関係分ほか、付託議案６件を一括

議題といたします。 

 最初に、第６款 土木費 第１項 土木総務費

及び第２項 道路橋りょう費について、一括して

質疑を行います。 

●和田勝也委員  私からは、生活道路排雪の在

り方についてご質問をさせていただきます。 

 さきの代表質問で、我が会派は、近年増加して

いる在宅介護サービスや宅配などにより、市民

ニーズが大きく変化している中で、これまで以上

に、生活道路の冬期間における道路環境の向上に

行政の積極的な対応が必要ではないかと考え、生
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活道路排雪の在り方について、今後どのように検

討を進めていくのか、市長に考えを伺ったところ

でございます。答弁の中で、市長からは、地域の

課題に対応するべく、様々な方面から意見を聞

き、生活道路排雪の在り方を検討していくとの説

明がありました。 

 各区ごとに連合町内会長と市長が意見交換する

場において、生活道路の除排雪についてもテーマ

に含め、既に何区かで意見交換を行っていると聞

いております。意見交換の場では、札幌市から、

生活道路排雪に関する不公平感の増加や、パート

ナーシップ排雪の地域支払い額の上昇などといっ

た地域の課題に加え、高齢化、担い手不足により

危ぶまれる除排雪体制などといった除雪事業者の

課題の説明があったと聞いております。 

 そこで、質問でございます。 

 これまで開催した意見交換会では、連合町内会

長からどのような意見が寄せられたのか、伺いま

す。 

●茂木計画担当部長  地域の意見交換会で寄せ

られた意見についてお答えいたします。 

 これまで、豊平区、厚別区、東区の３区におき

まして、連合町内会長と意見交換を行っており、

大変貴重なご意見をいただいたところでございま

す。 

 主なものといたしましては、地域の課題に関し

て、不公平感を是正するためには、札幌市が全て

の生活道路を排雪することが望ましいと思うが、

除雪事業者の体制的に今よりもレベルが下がると

なると、反対意見もあると思うというご意見や、

生活道路は交通量も少ないので、費用をあまりか

けずに車が走れる最低限のレベルでもよいのでは

ないかというご意見、また、令和４年度からパー

トナーシップ排雪の地域支払い額が据置きになっ

ていることはとてもありがたいなどのご意見をい

ただきました。 

 一方で、事業者の課題といたしましては、オペ

レーターや排雪ダンプの運転手などの担い手減少

に対してどのように考えているのかといった声も

寄せられたところでございます。 

●和田勝也委員  既に３区の連合町内会長と意

見交換を行い、排雪に関する作業や費用面のこと

など、様々な意見が寄せられたとのことでした。 

 生活道路の排雪については、市民の関心が高

く、地域の冬の暮らしに直結する非常に重要な

テーマでございます。これから開催される区の意

見交換会でも、日頃から地域のまちづくりにご尽

力いただいている連合町内会長の意見を広く集め

てほしいと思います。 

 一方で、先ほどの答弁で、連合町内会長からの

意見にもありましたが、生活道路の排雪を語る上

では、今後想定される除雪事業の担い手不足への

不安の解消も重要な課題であると思っておりま

す。近年、様々な業界で担い手不足が深刻になっ

ている状況を踏まえると、現状の体制を維持して

いくのも困難になっていくのではないかと危惧さ

れます。 

 そこで、質問でございます。 

 生活道路排雪の在り方の検討に当たり、将来的

な担い手不足の課題についてどのような観点で検

討していくのか、お伺いします。 

●茂木計画担当部長  担い手不足についてどの

ような観点で検討していくのかについてお答えい

たします。 

 委員のご指摘のとおり、生活道路排雪の在り方

検討を進めていくに当たりましては、担い手不足

への対応は重要な課題であると認識しておりま

す。 

 このため、まずは、除排雪体制の維持・安定化

の観点から、これまでも人材確保につながるよう

な取組を進めてきており、引き続き、雪対策の魅

力向上や労働環境改善について検討してまいりま

す。また、効率化、省力化を図るといった観点か

ら、これまで実施してきた試行的な取組や今冬実

施する試験施行などについて検証を行い、持続可

能な作業手法について検討してまいります。 

●和田勝也委員  市民が安心して冬の生活を送

ることができるよう、将来的な担い手不足への対
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応についてもしっかりと意識して検討していただ

きたい、そう思っております。 

 生活道路排雪の在り方を検討する上で、その方

向性としては、これまでどおり、排雪を望む地域

について、費用を出し合い、パートナーシップ排

雪を継続する、あるいは、全ての生活道路を市で

実施する、または、その他の手法が考えられま

す。 

 今後、方向性を整理していくに当たっては、

様々な課題があることを踏まえ、多くの市民に理

解されるとともに、将来にわたって安定的に継続

していける内容とする必要があると思っておりま

す。 

 そこで、質問でございます。 

 生活道路排雪の在り方の方向性についてどのよ

うに検討していくのか、お伺いします。 

●茂木計画担当部長  生活道路排雪の在り方検

討の進め方につきましてお答えいたします。 

 生活道路排雪の在り方の方向性につきまして

は、課題が多岐にわたるため、地域や除雪事業者

の意見のほか、行政サービスに知見のある専門家

の意見を参考にするなど、慎重に議論していく必

要があると考えております。 

 このため、今後は、これまでの試験的な取組な

どで得られた様々なデータの検証に加え、外部の

検討委員会を設けるなど、有識者による専門的な

意見も踏まえながら、幅広い視点で検討を進めて

まいりたいと考えております。 

●和田勝也委員  地域の方や除雪業者、有識者

からの意見を聞くこと、そして、新たな除雪方法

の検証を含めて検討していくとのことでございま

した。 

 除排雪については、担い手不足の問題、ＩＣＴ

やＡＩの技術更新、最近はデジタルアメダスなど

も出てきております。また、予算の拡充の問題、

様々な課題がございますけれども、この雪の問題

について、各部局が自分事と捉えて、アクション

プランで市長がおっしゃっておりましたけれど

も、部局外連携をしっかりと取って、この雪の問

題について持続可能で市民が納得するような方向

性を見いだしていただきたい、そう思っておりま

す。 

●森 基誉則委員  私からは、大きく２項目、

生活道路の除排雪検討における各取組の適切な周

知についてという部分と、大雨におけるアンダー

パスの安全対策について伺いたいと思います。 

 まず、排雪支援制度利用に関する地域からの声

についてなんですが、排雪支援制度にはパート

ナーシップ排雪制度と市民助成トラック制度があ

り、大部分を占めるパートナーシップ排雪につい

ては、地域と札幌市の双方が費用を出し合って、

負担し合って協働で取り組んでおります。 

 1992年度から約30年が経過している制度である

ということは認識しています。しかしながら、こ

れらの排雪支援制度を利用している地域が本市全

2,183町内会のうち、６割ほどと聞いています。

制度を利用していない４割ほどの地域からは、雪

山による見通しや路面状況といった道路環境に違

いが出てくるなど、地域差を感じるといった声も

聞いています。 

 そこで、質問なのですが、排雪支援制度利用に

ついて、地域から札幌市にはどのような声が寄せ

られ、どのように捉えているのか、伺います。 

●茂木計画担当部長  排雪支援制度利用に関す

る地域からの声についてお答えいたします。 

 地域からは、人件費や燃料費の高騰により、地

域支払い額の負担が大きくなってきており、町内

会活動に支障が出てきているという声のほか、抑

制断面の選択性によって費用負担が軽減され、助

かっているといった声、また、民間排雪サービス

の普及により、個人で排雪している世帯からは費

用負担することに疑問があるといった声、町内会

加入率の低下によって排雪費用を負担していない

世帯が増えてきており、地域内における不公平感

が増大しているといった声、また、地域の道路状

況などによって、住民１人当たりの負担の単価が

町内会によってばらつきがあり、不公平であると

いったような声が寄せられているところでござい
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ます。 

 排雪制度の利用に関しましては、こうした様々

な声がある中で、今後の社会状況の変化により、

特に不公平感といったものが顕著になってくるも

のと捉えており、課題であると認識しておりま

す。 

●森 基誉則委員  不公平感というのがかなり

耳に残りますが、排雪支援制度の利用について、

課題の一つとされる不公平感が特に顕著になって

きているというご答弁でした。 

 近年、在宅介護サービスや宅配の普及など、市

民ニーズも変化してきていまして、生活道路にお

いて、時代に即した除排雪作業が求められてきて

いるという状況です。 

 今後ますます不公平感が高まることが想定さ

れ、札幌市と地域が協働で取り組んでいる排雪支

援制度そのものが成り立たなくなることも危惧さ

れる中、地域に理解され、安心して冬期間の生活

を送ることができる環境づくりが重要になってき

ます。 

 そこで、質問です。 

 排雪支援制度の利用における不公平感への対応

についてどのように取り組むのか、伺います。 

●茂木計画担当部長  排雪支援制度の利用にお

ける不公平感への対応についてお答えいたしま

す。 

 生活道路の排雪につきましては、排雪費用の高

騰や不公平感といった地域の課題に加え、除雪事

業者の担い手不足への対応などといった課題もあ

ると認識しております。 

 現在取り組んでおります生活道路排雪の在り方

検討では、区ごとに行われております連合町内会

長との意見交換会を始めているところであり、そ

の中では、排雪支援制度利用に当たっての不公平

感なども含め、様々な意見をいただいているとこ

ろでございます。 

 今後は、そうした意見交換会などで寄せられる

地域の声のほか、除雪事業者や各方面からの意見

を踏まえながら、不公平感も含めた様々な課題に

対応した持続可能な生活道路排雪の在り方につい

て検討を進めてまいります。 

●森 基誉則委員  生活道路の除排雪作業につ

いては、これまで、パートナーシップ排雪におけ

る排雪断面選択制の導入、もしくは、新たな除雪

方法の試行の取組が進められていまして、加え

て、今年度からは、生活道路排雪の在り方につい

ても検討が始まったとのことでした。 

 ただ、当然なんですが、予算や人手、機械など

が限られている中での除排雪であるため、全札幌

市民が一様に納得できる方法を編み出すというの

は相当に難しいと思います。正解を設定できない

状況で試行錯誤を続ける厳しさは承知しているん

ですが、少しでも多くの市民に納得していただく

方法を模索するということは、やはり必要なこと

だと思います。そういった前提を踏まえ、検討す

る取組については、目的や手段が異なるものの、

相互に関連性を持つことから、誤った認識の下で

意見交換がなされてしまう可能性は否めません。

そのため、意見交換を進めるに当たって、それぞ

れの取組内容について正しく理解してもらうこと

が重要と考えます。 

 そこで、質問です。 

 これまで進めてきた生活道路の除排雪検討にお

ける各取組と、今後の排雪の在り方検討の取組に

ついて、市民の理解を深めるために分かりやすく

周知を図るべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

●茂木計画担当部長  市民の理解を深めるため

の周知の方法等についてお答えいたします。 

 生活道路の除排雪に関しまして、これまで行っ

てきた取組については、それぞれ広報誌やホーム

ページへの掲載により幅広く周知を図るととも

に、パートナーシップ排雪を申請していただく際

のチラシ配付や、新たな除雪方法の試行地域内に

おけるチラシの各戸への配布などで周知を図って

きたところでありますが、生活道路排雪の在り方

検討を進めるに当たりましては、その目的や背景

とともに、これまで実施してきた取組につきまし
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ても、市民の皆様に正確に理解していただくこと

が重要と認識しております。 

 そこで、今後は、生活道路の除排雪検討に係る

各取組をまとめた資料を作成し、ホームページや

ＳＮＳなどの各種媒体を通じて幅広く周知を図る

とともに、今冬の作業状況を撮影した動画を有効

に活用するなどにより、分かりやすい広報に努め

ることで、市民の理解を深めてまいりたいと考え

ております。 

●森 基誉則委員  そうですね。いろいろなご

苦労はされていると思うんですけれども、分かり

やすい動画などを作って、誤解なく周知するとい

うことは、改めて大切なことだと認識していま

す。動画であれば、実際の状況も分かってもらい

やすいでしょうし、誤認識も少なく済むのではと

期待します。加えて、子どもたちも見てくれる可

能性が上がってくるでしょうから、札幌市の雪対

策に関して興味を持ってくれるかもしれません。 

 ただ一点、強くお願いしたいのは、どうして

も、こういうものというのはメリットばかりを強

調しがちというポイントがあると思うんですが、

そのメリットだけではなく、デメリットといった

部分も正しく伝え、多くの市民に理解し、判断し

てもらえる材料に仕上げていただきたいと思って

います。 

 2022年の２月頃、大雪だったわけですけれど

も、私が当時働いていたラジオ局、もう毎日のよ

うに雪への恨みつらみ、そして、除排雪の苦労談

というのが山のように届いていました。もう行き

場のない不満や憤りを多くの市民が抱えていた冬

だったと思い出されます。 

 札幌市には、除排雪を通し、市民の積雪期の日

常を守る努力を引き続きお願いして、除排雪に関

する質問を終わりたいと思います。 

 続いてなんですが、大雨時におけるアンダーパ

スの安全対策について伺います。 

 近年、短時間の集中豪雨、台風による大雨など

が本市でも起こっていることは周知の事実です。

直近でも、今年９月、大雨警報及び洪水警報が３

度発表されたところですし、将来的には、北海道

は50年に一度程度の年最大１時間降水量の増加率

が高い傾向であるという気象庁気象研究所などの

研究チームの予測シミュレーションも出ていま

す。つまり、従前の気象前提が今後崩れる可能性

があるという意味で、今まで大丈夫だったところ

でも、今後そうではなくなる可能性が高まったと

言えると思います。 

 そんな中、市内にはアンダーパスが複数ありま

すが、地形的に大雨時には雨水が集中し、道路冠

水の危険性が比較的高いと認識しています。 

 そこで、質問ですが、アンダーパスが冠水した

際の安全対策について伺います。 

●竹本維持担当部長  アンダーパスが冠水した

際の安全対策についてお答えいたします。 

 市内には、地形的に雨水が集まりやすいアン

ダーパスなどが12か所ありますが、それぞれに水

位計や監視カメラなどを設置しており、大雨時に

はアンダーパス内の状況を確認しております。ま

た、アンダーパス内に雨水が滞水した場合、水深

が10センチで冠水注意、20センチで冠水通行止め

と表示する冠水警報表示板をアンダーパスの手前

に設置しており、電光表示と回転灯でドライバー

に注意喚起をしております。 

 さらに、各区土木センターにも冠水情報が通知

され、状況に応じて、現場において通行止めの措

置を行っているところであります。 

●森 基誉則委員  アンダーパスの手前にはド

ライバーへの注意喚起として冠水情報板が設置さ

れているというご答弁でしたが、確かに、平時で

あれば、比較的目立つように設置されていますの

で、目に入ると思います。ただ、大雨時の車の運

転経験がある方は想像できると思うんですが、ど

うしても、肩に力が入ったり、ふだんとは違う緊

張感や、もしくは、恐怖心までも湧き起こってく

ることがあります。このような冷静ではない状況

に陥ってしまうと、ドライバーによっては、見落

としたり、単純に悪天候の視界不良により見過ご

してしまうことも考えられます。そうなると、ア
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ンダーパス冠水時に車両が誤って進入するという

ことも想定されるわけです。 

 そこで、質問ですが、ドライバーに対してさら

なる注意喚起が必要だと思いますが、いかがで

しょうか。 

●竹本維持担当部長  ドライバーへのさらなる

注意喚起についてお答えいたします。 

 現在は、冠水警報表示板で注意喚起を行ってい

るところでありますが、委員のご指摘のとおり、

ドライバーに対してさらなる注意喚起が必要と認

識しているところでございます。 

 つきましては、各アンダーパスの冠水警報表示

板などの設置状況を踏まえ、ドライバーに対する

注意喚起看板の追加の設置の検討をしてまいりた

いと考えております。 

 今後も、アンダーパスを通行する上での効果的

な注意喚起のほか、排水設備等の維持管理を適切

に行い、安全性の確保に努めてまいります。 

●森 基誉則委員  悪天候時の車の運転という

のは、特に慣れていない方は本当に恐怖心との闘

いになると思います。そういう状況で、ふだん見

慣れていない情報が仮に視界に入ってきたとして

も、注意を払うのは難しいでしょうし、前方にあ

るアンダーパスを回避するルートを頭の中ですぐ

に想像して、そちらのルートに移行するというの

も、実際問題、かなり難しい問題かなというふう

に思います。となると、事前に冠水のお知らせを

出しましたよと言っても対応できないドライバー

も出てくるわけでして、基本的には、やはり、情

報というのを早く出してもらいたいんですが、早

過ぎても、これはどこのアンダーパスだろうとい

うことで、混乱を来すおそれもありますので、冠

水情報板の設置場所が適正かどうかも含めて、追

加ということも言っていただきましたけれども、

改めて確認をお願いしたいと要望し、質問を終わ

らせていただきます。 

●熊谷誠一委員  私からは、除雪従事者の担い

手確保についてお伺いさせていただきます。 

 昨今、超高齢化社会の進行により生産年齢人口

の減少が進み、バスやタクシーなどの運送業や、

医療、福祉等における介護分野の人手不足が顕著

となっております。これは、除雪の主要な担い手

である建設業においても例外ではなく、今年の７

月の札幌圏の有効求人倍率は、全職種が約１倍に

対して建設業は約５倍といった厳しい状況となっ

ているところでございます。 

 このため、今後の除雪従事者の不足が懸念され

ることから、札幌市では、作業の効率化や省力化

に資する除雪機械の１人乗り化や車両運転日報の

電子化など、先進技術を活用した生産性向上の取

組を進めております。 

 このような取組により、必要となる除雪従事者

数の縮減を図ることができるものの、将来にわた

り、札幌市の雪対策を安定的に進めていくために

は、やはり、担い手確保の取組も重要であると考

えます。 

 そこで、最初の質問ですが、持続可能な雪対策

の実現に向けた担い手確保について、どのような

観点で取り組んでいるのか、お伺いいたします。 

●八木雪対策室長  持続可能な雪対策の実現に

向けた担い手確保の取組の観点についてお答えい

たします。 

 雪対策は、厳しい自然状況の下、限られた時間

内での作業が求められることから、多くの機材や

人材が必要でありますが、冬の市民生活や社会経

済活動を支えていくために欠くことのできない事

業であり、その担い手確保は非常に重要であると

認識しております。 

 このため、担い手確保に向けては、企業への直

接的な支援や、従事者にとっての魅力向上といっ

た、大きく二つの観点で取り組んでおり、特に、

厳しい作業といったイメージの改善に向け、除雪

事業協会とも連携しながら、業界のイメージアッ

プにつながるＰＲ活動にも注力しているところで

ございます。 

●熊谷誠一委員  企業への直接的な支援、そし

て、従事者にとっての魅力向上という大きな二つ

の観点で、業界のイメージアップにつながるＰＲ
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活動を行っているということでございました。 

 厳しい作業のイメージが強い雪対策において、

離職者を抑え、入職者を増やすには、日本経団連

などが提唱しているように、新３Ｋ、給与、休

暇、希望といった従事者にとっての魅力の向上が

不可欠でございます。さらには、高齢化が進んで

おり、今後急速に退職者が増えることが見込まれ

ているため、若い担い手の確保が重要になってく

ると考えます。 

 そこで、質問ですが、企業への直接的な支援や

従事者にとっての魅力向上について、具体的にど

のように取り組んでいるのか、伺います。 

 また、今後就職していく若い世代へのＰＲ活動

としてどのようなことを行っているのか、お伺い

いたします。 

●八木雪対策室長  まず、１点目の企業への直

接的な支援や、従事者にとっての魅力向上につい

ての具体的な取組についてお答えいたします。 

 企業への直接的な支援については、社員が大型

特殊免許を取得する費用について、１人当たり最

大４万円を助成する事業を平成27年度から実施し

ており、平成30年度からは対象を１次下請の社員

にまで拡大を図っております。 

 このほか、若手や経験の浅い除雪機械のオペ

レーターに対し、技術を継承していくため、除雪

事業協会とも連携しまして、実際の機械を用いた

実技研修などにも取り組んでおります。 

 また、従事者にとっての魅力向上については、

離職を抑える、あるいは、新規の入職を促すた

め、働きやすい労働環境を目指し、まずは、昨年

度から雪堆積場の週休日を導入したところでござ

います。 

 このような担い手確保につながる取組について

は、除雪事業協会などの意見を聞きながら、より

効果的な内容となるよう、今後も適宜検討してま

いりたいというふうに思っております。 

 ２点目の若い世代へのＰＲ活動についてお答え

いたします。 

 高校生や小学生を対象とした職業体験イベント

への出展や、雪対策に対する意識が浸透するよ

う、小学生を対象とした雪体験授業などを実施し

ております。このほか、若者の利用が多いユー

チューブなどのＳＮＳを活用し、冬の暮らしを守

る除雪従事者へのインタビュー動画などを配信し

ております。 

●熊谷誠一委員  具体的な取組や、若い世代へ

のＰＲ活動について理解いたしました。 

 先日、高校生を対象とした大手就職サイトが主

催する仕事紹介イベントに関するニュース番組を

私も目にいたしましたが、札幌市の雪対策につい

て、将来を担う若い世代がどの程度関心を持って

いるのか、気になっていたところでもございま

す。 

 そこで、質問ですが、実際にＰＲイベントに参

加した高校生の反応はどのようなものだったの

か、お伺いしたいと思います。 

●八木雪対策室長  ＰＲイベントに参加した高

校生の反応についてお答えいたします。 

 高校生を対象としたジモトのシゴト ワク！Ｗ

ＯＲＫ！札幌では、冬の暮らしを支える雪対策事

業の重要性などに関する説明のほか、実際の作業

映像をタブレットなどで紹介したり、最新の除雪

機械の乗車体験を行うなど、雪対策の魅力を伝え

たところでございます。 

 高校生からは、こんな大きな除雪機械が道路を

走っているなんて知らなかったとか、除雪機械の

操縦が難しそうといったことのほか、実際に除雪

機械を運転してみたいとか、かっこいい仕事だと

思った、こういったような、興味を示す感想が寄

せられております。 

 2017年から始まりましたこのイベントに雪対策

事業の参加は２年目になりますが、雪対策のブー

スに２か年で2,000人ほどが来場してくれた実績

からも、高校生からは高評価を得られている、こ

のように感じるところでございます。 

●熊谷誠一委員  高校生向けのＰＲイベント

が、ワク！ＷＯＲＫ！札幌ですか、大変好評で

あったということでございました。 
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 現在のこういった取組が実を結び、将来担い手

が確保されることを期待するところでもございま

すが、担い手不足は待ったなしの喫緊の課題であ

ることから、より即効性のある対策が必要と考え

ます。 

 そこで、最後の質問ですが、今後できるだけ早

く求職者を増やすためにどのように取り組むの

か、お伺いいたします。 

●八木雪対策室長  今後、求職者を増やしてい

くため、どのように取り組むかとの質問について

お答えをいたします。 

 雪対策については、厳しい労働環境のイメージ

が定着しているため、これを改善するような取組

が必要であると考えております。 

 このため、まずは、昨年度から雪堆積場に週休

日を導入し、労働環境の改善に取り組んだところ

でありますが、今後は、他都市の事例なども参考

にするとともに、除雪事業協会とも連携しなが

ら、除排雪作業の内容や除雪センターの運営など

についても、労働環境の改善につながる取組を検

討してまいります。 

 これらの取組も併せまして、除雪事業のイメー

ジアップにつながるような効果的な広報について

も検討してまいります。 

●熊谷誠一委員  除排雪作業の労働環境の改

善、これはぜひ進めていただきたいと思います。 

 要望ですが、先日、会派として札幌商工会議所

の建設部会並びに設備工事部会と意見交換させて

いただいたり、各企業を回る中で、人材不足、成

り手不足は非常に大きな課題として、危機感、こ

れを訴えられておりました。 

 本市で進めている作業の効率化や省力化のため

の除雪機械の１人乗り化、車両運転日報の電子化

などの先進技術はもちろんでございますけれど

も、さきの代表質問での答弁でもありましたよう

に、作業手法の工夫や除雪機械の改良など、これ

を加速的に前に進めていただくことも求めさせて

いただきまして、私の質問を終わります。 

●佐藤 綾委員  私からは、除排雪について、

４点質問いたします。 

 2021年度、令和３年度の災害と言える大雪の経

験から、2022年度の昨シーズンは、幹線道路では

運搬排雪を強化、排雪の前倒しで次の降雪に備

え、堆積場開設・拡充や、状況に応じて生活道路

の排雪を市が行うなどの対策を決め、対応された

効果が見られたと認識をしております。 

 そうした対応をされた2022年度の除排雪関連費

用は、当初予算の約216億円に補正し、決算は約

269億円となりました。 

 ここ10年の状況を見ると、2018年度から2020年

度は雪が少ない年が続いておりました。一方、

2012年、2016年と大雪で、一昨年の2021年度に

は、これまでないような、１日50センチ以上もの

大雪や、20センチ以上の雪が連続したり、また、

白石区など、南東部で過去10年平均の1.5倍も降

るなど、市内の地域によって特に降雪量が増えた

上、厳冬期である１月に３月下旬から４月上旬並

みの気温が続くなど、夏の豪雨と同様に、冬にも

気候変動、温暖化の影響が色濃く出てきているの

ではないかと考えられます。 

 そこで、質問いたしますが、本市における冬期

間の気候変動、温暖化による変化をどう分析し、

今後の除排雪の対策に生かすお考えでおられるの

か、伺います。 

●八木雪対策室長  本市における冬期間の気候

変動や温暖化の分析と、今後の除排雪にどのよう

に生かすかとの質問についてお答えいたします。 

 ただいま委員にもご紹介していただきましたけ

れども、令和元年度、それと令和２年度は２年続

けて記録的な少雪が続きましたけれども、一転し

まして、令和３年度は統計開始以来の記録的な大

雪に見舞われたところでございます。 

 また、近年は、厳冬期であっても気温が上昇す

るなど、温暖化の影響と思われる現象も見られま

すが、将来の気象については様々な見解が示され

ておりまして、現時点でそれらを事前に想定する

ことまでは難しいものと考えております。 

 このため、これまでも、冬期間における降雨や
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気温上昇に対しましては、気象状況を注視しつ

つ、路面整正や雨水ますの排水処理など、必要に

応じた柔軟な対応に努めてきたところでございま

す。 

 また、令和３年度の大雪を踏まえた対策につい

ては、令和４年の夏に取りまとめたところであ

り、昨シーズン当初の大雪に備えまして、排雪作

業を前倒すなど、先手先手の対応を詰めたところ

でございます。 

 今後も、引き続き、気象状況を見据えた臨機な

対応に努めてまいりたい、このように考えており

ます。 

●佐藤 綾委員  近年は、日本海側を中心に、

度々、豪雪をもたらす理由の一つに、日本海上で

発生する発達した帯状の雲域、ＪＰＣＺが報告さ

れていますけれども、この発生の頻度が多くなっ

た背景には、やっぱり温暖化があるという見解が

三重大学などの研究チームで示されております。 

 先ほど室長のほうからお答えがありましたよう

に、本当に不安定な冬場の気象状況となっており

ますので、今後もしっかり対応をしていただきた

いと思っております。 

 次に、生活道路の除排雪について質問いたしま

す。 

 大雪だった2021年度の累計降雪量は、それまで

の10年間で３番目に多く、476センチでしたが、

昨年度は、12月、１月、２月と満遍なく降る傾向

が見られ、累計降雪量は389センチと、平年値の

479センチよりも90センチ少ない冬でした。しか

し、生活道路では、車が埋まるなど、困難が伴い

ました。 

 札幌市も、先ほど来の質疑の中でも認識されて

おりますように、医療、介護などでの送迎サービ

スや訪問、宅配やごみ収集、救急搬送において

も、生活道路の除排雪がしっかりされていないと

困難となり、市民生活に影響が出るなど、生活道

路の除排雪には課題があることが明らかとなって

いるところです。 

 札幌市では、2019年度から一部の地域で生活道

路の新たな除雪方法の試行を実施し、除排雪につ

いて検討を重ねてきました。 

 新雪除雪については、20センチ程度の降雪を目

安に出動し、一部の試行地域では路面上の雪を踏

み固める圧雪除雪を行いました。玄関口など、出

入口部分に雪が置かれないような工夫と、圧雪路

面の凸凹には計画的な路面整正などを実施してお

ります。しかし、この試行では、圧雪除雪によっ

て路面に残る雪が多くなり、マンホールとの段差

が大きくなって、また、厳冬期も気温上昇で雪が

緩むと、たちまち車のタイヤが埋まる、人の足も

取られ、歩きにくくなることが起こりました。 

 そこで、質問いたしますが、これまで取り組ん

できた生活道路の新たな除雪方法の試行において

明らかとなったこうした課題について、どのよう

に対策を進めようとされているのか、伺います。 

●茂木計画担当部長  生活道路の新たな除雪方

法の試行における路面管理の課題への対応につい

てお答えいたします。 

 令和元年度から取り組んだ新たな除雪方法の試

行では、圧雪除雪を採用した地域もあります。そ

こでは、出入口前の雪処理負担の軽減にはつな

がったものの、気象状況によっては、ざくざく路

面が発生し、路面整正の回数が増え、除雪事業者

の負担が増えるなどの課題が確認されているとこ

ろでございます。 

 こうした生活道路の路面管理につきましては、

雪の置き場所の関係もあり、排雪をどうするかと

いうことと密接な関係がありますことから、今後

は、こうした課題につきましても、現在進めてい

る生活道路排雪の在り方検討の中で対応を検討し

てまいりたいと考えているところでございます。 

●佐藤 綾委員  私は、白石区に住んでおりま

すけれども、昨年２回、自宅の近所で、自分自身

が車で埋まりました。一昨年は大雪のために埋ま

りましたけれども、昨年は、気温が上がり、雪が

緩んだときです。近所で車のスタックが頻発しま

して、うちだけではなくて、助けたり、助けられ

たことが大変多い年でした。 
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 やはり、社会生活に影響が大きいものですか

ら、路面に残す雪を薄くして、生活道路も早めに

排雪し、次に降ったとき、除雪しやすいようにし

ていくことが必要ではないかと考えております。

雪の置き場所という課題もあるということですけ

れども、これはさらに改善を進めていただきたい

と思っております。 

 我が党は、2022年の３定議会、また、2023年の

１定議会で、本市の全額負担で生活道路の排雪を

行うよう求めてまいりました。パートナーシップ

排雪制度で、町内会等、住民に負担となる排雪

は、年々、費用が上がり、現在、本市が負担し、

住民負担を据え置いてはいるものの、この10年で

１キロメートル10万円以上も値上がりして、１キ

ロメートル50万円以上もの負担となりました。町

内会の財政状況によって排雪の仕方を選択させ、

お金があればこれまでどおり、なければ安くして

雪を残す排雪とするという内容であり、財政的事

情でパートナーシップ排雪をやめる町内会も出て

おります。 

 こうした方法は、除排雪という、自治体の責任

である道路の維持管理に関わるものでありなが

ら、公平性とはかけ離れたものではないでしょう

か。また、パートナーシップ排雪では大雪時に機

能しないことも経験したところです。 

 我が党の代表質問に対し、パートナーシップ排

雪制度は、通常時において、道路の拡幅、道路の

雪解けが早くなるように実施するものと代表質問

での答弁がありましたが、雪解けを早くするため

などの地域の余裕はなく、道路に多く残る雪を早

く何とかしたいという状況です。本市の責任にお

いて生活道路を排雪することが必要であり、本市

が排雪を行う検討を早急に進めることが重要であ

ると考えております。 

 そこで、お聞きいたしますけれども、今回の生

活道路排雪の在り方検討において、札幌市が排雪

をすることも検討すべきと考えますがいかがか、

伺います。 

●茂木計画担当部長  生活道路排雪の在り方の

検討内容につきましてお答えいたします。 

 生活道路の排雪につきましては、労務単価や機

械経費などの高騰に伴う地域支払い額の上昇や、

排雪の費用負担をしない世帯がいるなどの不公平

感といった地域の課題と併せまして、担い手不足

など、除雪事業者の課題があると認識しておりま

す。 

 したがいまして、その在り方につきましては、

様々な方向性が考えられますことから、今後、地

域や除雪事業者の皆様など、各方面からの意見を

踏まえながら、持続可能な生活道路排雪の在り方

について検討を進めてまいります。 

●佐藤 綾委員  今お答えいただきましたけれ

ども、本市として費用負担をして排雪をしていく

ということも、その検討の中に入っていくという

ことでよろしいんでしょうか、伺います。 

●茂木計画担当部長  排雪の在り方につきまし

ては、先ほども答弁させていただきましたが、

様々な方向性が考えられますことから、そういっ

た観点も含めまして、今後、様々な方面からの意

見を伺いながら、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

●佐藤 綾委員  ぜひ、前向きに検討をしてい

ただきたいと思います。 

 最後に、バス路線の排雪について伺います。 

 冬みちプラン2018・実行プログラムでは、路肩

の狭いバス路線の排雪の強化に取り組み、回数も

１回から２回、３回へ広げ、2019年度から毎年23

キロメートルずつ追加してきました。2023年度の

今年は、152キロメートルまで延ばす計画です。

267キロメートルあるので、現在半分まで来てお

り、残りは、あと５年間かけ、強化をしていくと

お聞きをしております。 

 一方で、一昨年の大雪では、ＪＲもバスも運休

ということが多発しましたが、昨年は、降雪量が

平年値より少なかったにもかかわらず、バス路線

の排雪が進まず、部分運休や迂回となった路線が

ありました。南区、北区、手稲区、東区で起こ

り、数日間続いた路線もあることや、小・中学校
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にバスで通わざるを得ない児童がいますが、迂回

となって、学校近くの停留所で乗り降りできない

ことが続いたと報道や市民の方からもお聞きをし

ております。 

 そこで、質問いたしますが、昨年度、排雪強化

路線になっているところでも迂回などを余儀なく

されたバス路線もありましたが、今後、どうバス

路線の排雪の改善に取り組まれるのか、伺いま

す。 

●八木雪対策室長  今後のバス路線への対応に

ついてお答えいたします。 

 バス路線については、これまでも、重点的に除

排雪を行っているところでありますが、幅員が狭

い一部のバス路線については、すぐに狭くなって

しまう路線があります。このような狭小幅員のバ

ス路線については、委員にもお話ししていただき

ましたが、排雪量や排雪回数を増やすなど、作業

の強化に取り組んでいるところでございます。 

 また、昨年度からは、令和３年度の大雪を受

け、バス事業者との連携を強化し、運行状況など

の情報共有について、体制を構築したところでご

ざいます。 

 今後も引き続き、バス事業者との情報共有な

ど、連携を深めながら、冬期間におけるバス路線

の交通確保に努めてまいります。 

●佐藤 綾委員  昨年、南区のほうで小学校に

通うお子さんをお持ちの方がいらっしゃいまし

て、大変困ったという声をお聞きしました。学校

からのメールが７時半に来るんですけれども、も

うその時点では外出している、家を出ていってし

まっていると。子どもたちがバス停に行ってか

ら、運休になっているということが分かるもので

すから、バス停でうろうろしていたら、お向かい

に住まわれている近所の方が学校まで送ってくだ

さったと。そしてまた、先に分かっている場合

は、仕事がありますけれども、親が送ると。そう

いうことをしてきたということもお聞きしており

ます。 

 学校からのメールでお知らせはしているという

ことなんですけれども、今お答えいただきました

バス事業者さんとの連携も強めていただいて、早

く対応していただけるような形にもしていただく

とともに、こうしたバス路線、しっかりと排雪を

進めていくように申し上げます。 

 除排雪では、市の職員の皆さんや事業者の皆さ

んも大変ご苦労されていると思っております。人

材不足なども含めて、様々な課題がありますけれ

ども、質疑の中でもありました、社会生活、社会

基盤を支える重要な施策でございますので、しっ

かりと皆さんに頑張っていただきたいと思ってお

ります。 

●脇元繁之委員  建設局関係の多岐にわたる事

業の中でも、これほど多い事業の中でも、これま

で全ての委員の皆さんが質問に当たっておりま

す、札幌市の大きな課題である雪対策について、

私も３点お伺いします。 

 まずは、未除雪路線を抱える町内会への補助に

ついてお尋ねします。 

 札幌市の基準として、８メートル未満の幅員の

狭い市道の中には、かき分けた雪の置場がないな

ど、まとまった降雪の際に出動する新雪除雪が入

らない路線があり、そこでは、町内会などが費用

を捻出して、民間業者と契約して除雪を行ってい

るという実態があります。 

 実際に、民間業者とシーズン契約している町内

会、自治会からお話を聞きますと、町内会員から

該当する一部の道路に町内会費を支出することに

不公平感による不満をお持ちになり、同じ地域に

暮らす者同士であつれきが生じるなど、円滑な地

域コミュニティーの妨げになっている事実があり

ます。 

 札幌市では、町内会または除雪ボランティアを

行う団体に小型除雪機の貸出しや購入費の補助と

いった支援など、様々な支援をしているところで

すが、民間業者への委託に対する支援制度は設け

られておりません。雪の問題は、地域によって、

その対策や問題が多岐にわたることは言うまでも

ありませんし、本市としても、それは十分理解さ
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れていると考えます。 

 そこで、一つ目の質問ですが、札幌市未来へつ

なぐ町内会ささえあい条例の第10条「市は、町内

会の維持及び活動の活性化のため、町内会の負担

を軽減するために必要な支援を行うものとす

る。」とあるとおり、札幌市が小型除雪機の貸出

しや購入を補助している考えと同様に、町内会の

負担を軽減するために、例えば、新雪除雪が入ら

ない市道の除雪を民間業者と直接契約している町

内会などに限り、その一部でも補助対象にすべき

と考えますがいかがでしょうか、お伺いいたしま

す。 

●八木雪対策室長  まず、小型除雪機械の貸出

しや購入補助のお話でありますが、この取組につ

きましては、高齢者宅周りやごみステーションの

除雪など、地域で自発的に活動していただいてい

るボランティア除雪を促していくことを目的とし

た取組であることをまずはご理解いただきたいと

思います。その上で、ご質問の町内会の負担を軽

減するために、例えば、新雪除雪が入らない市道

の除雪を民間業者と直接契約している町内会など

に限り、その一部を補助対象にすべきとの質問に

ついてお答えをいたします。 

 委員がお話しの幅員が狭い市道については、雪

の置場がないなど、まとまった降雪のたびに一般

的な大きさの機械で除雪を行うことが困難な場

合、町内会などの要望により、現地の状況を確認

した上で、路面を削る路面整正除雪をシーズン数

回実施することにより対応しているほか、パート

ナーシップ排雪などの排雪支援制度の対象として

おります。 

 したがいまして、札幌市の作業を超えるような

民間業者との契約に対する金銭的な支援までは考

えておりませんが、これまでと同様、札幌市で対

応できる作業を実施してまいります。 

●脇元繁之委員  今いただきました答弁で、

おっしゃりたいことは分かるんですけれども、そ

れぞれ地域によって、やはり実情があります。特

に、雪の問題は、本当に、そのところどころ、そ

の時期で様々であります。薄くても広い手当てを

ぜひご検討いただいて、できないではなくて、ど

うやったらできるか、それをぜひ考えていただい

て、それを実現していただければなと、そんなふ

うにお願いするところであります。 

 ２点目です。 

 生活道路排雪の在り方の検討についてお伺いい

たします。 

 札幌市における生活道路の排雪は、昭和44年に

始まったダンプトラックを無料で貸し出す制度を

活用して、希望する市民が積込み作業を行い、道

路環境のレベルアップを図ってきたのが始まりと

聞いております。そして、平成４年度からは、地

域の高齢化などの課題を背景に、地域と市の双方

が費用を負担し合うパートナーシップ排雪制度が

始まり、このパートナーシップ排雪事業は、現

在、生活道路全体の７割程度で利用されていると

のことであります。 

 一方、パートナーシップ排雪の令和４年度にお

ける地域支払い額は、１キロ当たり、標準断面で

51万6,400円、抑制断面で36万1,500円となってお

り、制度開始時の約1.4倍まで上昇して地域の負

担になっているほか、町内会未加入の世帯や支払

い拒否世帯など、費用負担における不公平感など

の課題を抱えているところであります。 

 我が会派では、生活道路の排雪について、町内

会など、地域の負担ゼロを掲げており、その場合

は、札幌市が全ての生活道路を排雪するというこ

とになるであろうとも考えているところでありま

す。 

 無論、全ての生活道路を市で排雪するとなる

と、予算と人材、時間、新たな機材や雪堆積場の

確保などの課題も伴うことになるのも重々承知し

ているところであります。 

 そこで、提案なのですが、標準断面による規模

の作業だけではなく、現行体制の中でも取り入れ

ている、排雪量を３割残すなどの抑制断面排雪作

業や、市民助成トラック制度の活用方法を工夫す

ることで、生活道路の全ての排雪が現実的かつ実
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現可能になるとも考えるところであります。 

 さきの第２回定例市議会での我が会派からの代

表質問に対し、持続可能な生活道路排雪の在り方

について幅広く議論しながら検討するとの答弁を

いただいたところでありますし、パートナーシッ

プ排雪ゼロ負担は、札幌市未来へつなぐ町内会さ

さえあい条例の第16条「市は、町内会の維持及び

活動の活性化に関する施策を実施するために必要

な財政上の措置を講ずるよう努めるものとす

る。」に合致するものと考えるところでありま

す。 

 そこで、二つ目の質問ですが、今後における生

活道路排雪の在り方について、これまでの発想に

とらわれず、地域負担をゼロにすることも含め、

実態に即した手法を検討していくべきと考えます

がいかがか、お伺いいたします。 

●茂木計画担当部長  生活道路排雪の在り方の

検討についてお答えいたします。 

 現在行っております連合町内会長との生活道路

排雪の在り方に関する意見交換、その場における

意見では、札幌市が全ての生活道路を排雪するこ

とが望ましいと思うが、今よりレベルが下がると

なると、反対意見もあると思うというご意見や、

生活道路の排雪は費用をかけずに車両が走れる最

低限レベルの排雪でもいいのではないか、そう

いったご意見をいただいているところでありまし

て、こうした排雪のレベル感につきましては、

様々な考え方があるものと認識しております。 

 したがいまして、先ほど来お答えさせていただ

いておりますが、今後は、各方面からの意見を踏

まえながら、こうした排雪レベルはどうあるかも

含めまして、持続可能な生活道路排雪の在り方に

ついて検討を進めてまいります。 

●脇元繁之委員  もちろん、今お話しさせてい

ただいたとおり、様々な状況、様々な時期で道路

の状況は違いますけれども、我々市民が求めるの

は、やはり、道路に降る雪はできる限りないほう

がいい、そういうふうに考えているのは間違いな

いことです。その上で、様々な手法で工夫を凝ら

しながら、お金、人材、機材、時間、こういうも

のをしっかりベストミックスな手法を考えていく

ことこそが、我々のあるべき姿ではないかなと、

そんなふうに思いますので、これからもぜひ検討

のほうをよろしくお願いいたします。 

 続きまして、幹線道路のさらなる幅員確保につ

いてお尋ねします。 

 札幌市では、冬のみちづくりプラン2018に基づ

いて、安心で安全な冬季の道路交通確保に向け、

道路の機能ごとに目安となる除雪水準を設けて、

圧雪の厚さや幅員を確保する基準を示しておりま

す。 

 冬期間における交通の確保は、通勤や通学な

ど、市民の日常生活を支えると同時に、都市機能

としての大きな役割を担い、産業や経済活動の物

流にも大きく影響するものと考えています。積雪

が多くなる厳冬期には、降雪状況によって、幹線

道路の道路脇の雪山が大きくなるほか、つるつる

路面や、道路幅が狭くなることで交通渋滞を招い

ています。このことによって、移動時間にロスが

発生し、市民生活や経済活動に大きな損失を与

え、道路を利用する歩行者、ドライバー共に大き

なストレスにもつながっているのは言うまでもあ

りません。 

 そこで、例えば、現在片側２車線の車道におい

ては片側1.5車線に設定している幅員確保基準を

２車線に引き上げるようにすれば、実質１車線と

なっている状況から、交通量が大きく改善して、

移動時間が短縮され、これまで以上に経済効果が

生み出されるとともに、市民生活への負担軽減に

もつながると考えます。 

 そこで、三つ目の質問ですが、冬期間における

円滑な交通の確保に向けて、幹線道路のさらなる

幅員の確保については、どのようにお考えか、ま

た、どのような対策を講じているのか、伺いま

す。 

●八木雪対策室長  冬期間における幹線道路の

円滑な交通の確保に向け、現在講じている対策と

さらなる幅員確保についての考え方に関しまして
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お答えをいたします。 

 冬期間の交通への影響は、道路の有効幅員の減

少に加えまして、路面の凸凹や滑りやすさなど、

様々な要因があるため、重要な路線において、交

差点排雪や凍結防止剤の散布強化など、めり張り

をつけた対策を実施しているところでございま

す。 

 仮に、委員がおっしゃられるように、シーズン

を通して幅員を２車線確保する場合は、路肩の狭

い幹線道路などで除雪のたびに排雪が必要となる

など、大幅に作業頻度が増加することなどが想定

されます。このため、近年の担い手不足の課題を

踏まえると、対応は難しいものと考えておりま

す。 

 このため、引き続き、気象状況や道路状況を的

確に捉えながら、体制に応じためり張りある対策

を実施し、幹線道路の円滑な交通の確保に努めて

まいります。 

●脇元繁之委員  今ご答弁いただいたように、

雪というのは本当に難しい問題だとつくづく思う

ところでありますけれども、やはり、今まで各委

員がこれだけ質問されたように、雪は我々にとっ

て本当に大きな問題であるということは十分ご理

解いただけていると思います。 

 札幌市民、196万人を超えるこの市民の皆さ

ん、そして、札幌を訪れる多くの方が利用する道

路事情です。特に、１年間のうち３分の１、およ

そ４か月間、我々は雪に閉ざされた生活を余儀な

くされているわけであります。この４か月間をど

のようにしていくか、どんなまちづくりをしてい

くかで、この札幌市の経済も生活も大きく変わっ

ていくわけであります。 

 もちろん、費用の面も非常に予算がかかるわけ

でありますけれども、例えば、今回、令和４年度

の税収は、予算よりおよそ57億円増収になったわ

けであります。であれば、少しでもその予算をこ

の雪対策に回してもらって、例えば、パートナー

シップ、今、大体３割ぐらいの町内会の負担にな

りますけれども、これを１割でも１割５分でも２

割でも負担を軽減するような対策を打っていただ

きたいなと、そんなふうにお願いして、私の質問

を終わります。 

●小須田大拓委員  私からは、建設産業活性化

推進費について質問させていただきます。 

 近年、地震や台風、大雨などの自然災害が多発

しており、札幌市におきましても、強靱化に向け

たインフラ施設の整備や維持、災害時対応の体制

維持・強化の重要性が再認識されております。ま

た、雪国であります札幌市におきましては、市民

の暮らしを守る除排雪の体制維持が不可欠でござ

います。 

 建設産業は、社会資本の整備や維持を行うとと

もに、災害発生時の応急対応や除排雪作業など、

市民生活を支える地域の守り手として、非常に重

要な役割を担っております。 

 札幌市では、建設産業の将来にわたる体制確保

に向け、令和２年５月にさっぽろ建設産業活性化

プランを策定しております。このプランでは、建

設産業の魅力の向上や働き方改革の推進など、八

つの目標を定め、取組を進めていると承知をして

おります。しかしながら、建設企業では、物価の

上昇等の影響によります厳しい経営や、入職者希

望の不足により有効求人倍率が高止まりするな

ど、厳しい状況が続いております。 

 一方で、先月９月15日に公表された第２次札幌

市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン

2023（案）では、建設事業費として５年間で

8,000億円を超える多額の事業費を想定しており

ますが、その要因としては、市内各地で予定して

いる再開発事業や、様々な施設の老朽化対策、更

新時期を迎え、建て替えが必要な施設の更新事業

などがこの10年くらいでピークを迎える想定であ

るということでございます。 

 このような中、札幌市では、令和６年度までの

期間となっておりますさっぽろ建設産業活性化プ

ランについて、令和７年度以降も取組を継続する

ため、プランの見直し準備を始めたと聞いており

ます。 
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 最初の質問ですが、さっぽろ建設産業活性化プ

ランの策定時と現在の建設産業における状況の変

化や新たな課題についてどう認識しているのか、

お伺いいたします。 

●小林土木部長  現在のさっぽろ建設産業活性

化プラン策定時からの建設産業の主な状況変化や

新たな課題についてお答えいたします。 

 まず、市内建設産業の人手確保に関しまして、

人口減少や少子高齢化が進行する中、これまで、

建設業への主な入職者であった市内工業高校の生

徒数が、平成30年から令和４年までの５年間で約

13％減少しており、今後は、専門学科の学生に限

らない、新たな担い手を発掘しなければならない

状況となってきております。 

 一方で、建設産業の魅力向上に向けた労働環境

の改善につきましては、業界と協力して進めてき

た週休２日の確保に向けた取組などが進み、ほぼ

全ての対象工事で４週８休の確保が達成できてい

る状況でございます。 

 しかしながら、来年度からは、労働基準法に係

る時間外労働の上限規制が建設業にも全面適用と

なり、労働力不足の状況が一層厳しくなることか

ら、建設従事者の時間外労働の縮減につながる取

組をより一層推進することが必要となってきてい

ます。 

 このほか、人手確保が困難となっている中にお

いて、限られた人材でも市民生活に必要な施設の

整備や維持管理を継続していくための生産性向上

についても、さらに推進していく必要があると認

識しております。 

●小須田大拓委員  今、答弁の中で、来年度か

ら時間外労働の上限規制の関係で労働力不足が一

層厳しい状況となるというようなことがございま

したが、既に、業界が直面している状況は、深刻

な状況になっているなと感じてもおります。 

 特に、冬の市民生活を支える除排雪作業は、建

設企業が担い手であります。札幌市内の除雪従事

者について、2027年には２割程度、2037年には４

割程度減少するというような推計もありますが、

既にこの冬の除雪や排雪に関しましても、作業員

不足で今までのように対応できないという企業が

あり、地域の方々にお断りを入れているというお

話も伺っております。 

 厳しい経営環境の中では、人材への投資は過少

になりがちであり、個々の企業努力だけでは取組

に限界があると思いますので、行政による支援や

業界全体での取組が不可欠だと認識をしておりま

す。とりわけ、若年層や女性の建設産業への入職

率が低いため、その部分の入職者を増やす取組の

ほか、就業者の定着に向けた指導やサポート体制

の充実が必要だとも思っております。 

 次期プランの作成に向けては、業界の意見も

しっかりと聞き、その意見も取り入れながら検討

を進めるべきと考えておりますが、次のプランに

向けて、業界の意見をどのように把握されている

のか、また、把握されている場合には、どのよう

な意見があったのか、お伺いいたします。 

●小林土木部長  次のプランの作成に向けた業

界からの意見についてお答えをいたします。 

 プラン作成に当たっては、公共政策、建設行政

に精通されている北海道大学の髙野教授をはじ

め、業界団体の代表者19名と市の主な発注部局等

で構成されるさっぽろ建設産業活性化推進協議会

において議論を重ねることとし、８月24日に開催

した会議の中で、次のプラン作成に向けた現状の

課題や今後の方向性に関する意見交換を行ったと

ころでございます。 

 主な意見として、人手確保に向けては、業界団

体や各企業においても様々な取組を行っている

が、入職者確保に向けたＰＲや休日確保に向けた

取組については、さらなる市の支援も必要といっ

た意見がありました。一方で、各企業において

は、早期活躍が見込める工業高校の生徒は生徒数

の減少等により確保ができず、普通学科を卒業し

た人材に対する入職後の育成が必要となってきた

ことから、今後は市からの支援も必要といった意

見もございました。 

 今後も、協議会や企業アンケートなどにおい
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て、業界の意見を把握してまいりたいと考えてお

ります。 

●小須田大拓委員  業界のＰＲや休日確保に向

けた取組の支援、そして、普通学科の生徒が入職

した後に育成する支援策が必要というような意見

があったということでございます。 

 我々が様々な企業や関連団体から聞いたお話の

中では、担い手確保に向けた賃金アップや労働環

境の改善などの取組を行うためには、当然、それ

相応の資金が必要だと。しかし、その余力がない

というのが現状であるというようなお話を聞いて

おります。次のプランには、そういった企業を支

援するような観点も必要と考えます。 

 最後の質問ですが、状況の変化や新たな課題、

業界からの意見を踏まえて、次のプランはどのよ

うな方向性で検討を進めるのか、考えをお伺いい

たします。 

●小林土木部長  状況の変化や新たな課題、業

界からの意見を踏まえた次のプランの方向性につ

いてお答えいたします。 

 現時点では、新たな担い手の発掘に向けた建設

産業の魅力の発信や、若手人材の育成の強化、時

間外労働の上限規制への対応等に向けた、さらな

る働きやすい環境づくりの推進、作業の省力化や

効率化に向けた生産性向上の強化、さらに、市内

企業の受注機会の確保や、工事等における適正利

潤の確保など、企業経営の強化・安定化といった

方向性について、業界と一緒に議論をしていると

ころでございます。 

 今後も、令和６年度末のプラン策定に向けて、

建設産業の体制確保に必要な方向性や効果的な取

組について検討を進めてまいります。 

●小須田大拓委員  繰り返しとなりますが、建

設産業は、市民生活や経済活動を支える非常に重

要な産業でありますので、その体制確保につい

て、しっかりと検討し、具体的な目標を立て、効

果的かつ実効性のあるプランを作成していただき

たいと思います。 

 そして、プランに基づく計画的な取組は重要で

はございますが、市内建設企業の人手不足の状況

は、既に深刻な状況となっております。先ほども

少し触れましたが、これまで市の除雪作業を行い

ながら民間駐車場などの除雪業務を請け負ってい

た企業が今年以降の契約を断ったことで、その代

わりの業者を探すのに多くの方々が苦慮している

というような相談も受けております。また、市の

発注工事では、人手不足が要因の一つとなり、多

くの入札不調が発生する状況となってもおりま

す。 

 建設業界の人手不足に対する対応は、企業独自

の対応には限界があるため、札幌市におきまして

も、次のプランの完成を待たずに早急に対応を検

討し、取り組んでいただくことを求めて、質問を

終わります。 

●うるしはら直子委員  私からは、建設産業の

担い手確保に向けた取組について質問しますが、

質問の前に、本日、この質問、全員の質問の中

に、担い手不足、人手不足といったキーワードが

出てきています。それだけ本当に大切な、重大な

課題だということを認識しながら質問させていた

だきます。 

 建設産業は、私たちの生活にはなくてはならな

い社会インフラの整備や維持はもとより、災害時

の応急対応や、除排雪作業などを担う大切な産業

であり、持続可能な人材確保は非常に重要である

と考えています。しかしながら、2023年７月の札

幌圏の建設関連の職業における有効求人倍率は約

５倍と、ほかの職種と比べ、非常に高く、市内の

建設企業が必要な人材を確保できていない状況が

うかがえます。 

 また、近年は、さきの質問にもありましたとお

り、本市の発注工事においても多くの入札不調が

発生しており、人手不足がその要因の一つとも聞

いております。こうした事態が長く続けば、市民

生活や経済活動に不可欠な社会インフラの維持管

理ができなくなると、大変危機感を感じていま

す。 

 こうした状況の中、本市は、社会的な役割を担
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う建設産業の将来にわたる体制維持に向けて、行

政の観点からも支援するため、企業が行う人材の

確保、育成などの各種助成制度等に取り組んでき

ており、我が会派としても注目し、その課題認識

や取組の成果などについてこれまでも質問してき

たところです。 

 そこで、質問ですが、こうした状況を踏まえ、

この間、建設産業の担い手確保に向けた取組につ

いて、どのようなことに取り組まれてきたのか、

改めて伺います。 

●小林土木部長  建設産業の担い手確保に向け

た取組の実施状況についてお答えをいたします。 

 担い手確保につきましては、令和２年度に策定

したさっぽろ建設産業活性化プランに基づき、業

界のイメージアップや助成金制度などの取組を継

続して進めてきたところでございます。 

 まず、業界のイメージアップとしては、平成27

年度より、就職活動に本格的に取り組む工学系の

高校生や大学生などを対象に現場見学会を開催し

ており、今年度は、新型コロナウイルス感染症流

行前と同様の規模で開催してきているところでご

ざいます。 

 また、令和３年度に作成した中高生向けのＰＲ

パンフレットに続き、昨年度には小学生とその保

護者へ向けたパンフレットを作成しました。それ

らを市内の学校や各種イベントで配布すること

で、建設産業のイメージアップにつながるよう、

ＰＲの取組を進めているところでございます。 

 次に、担い手確保などに取り組む企業の支援を

目的とした助成金制度として、インターンシップ

の受入れや女性用トイレの設置といった女性従事

者の労働環境改善など、六つのメニューを実施

し、令和４年度は、前年の88件を上回り、合計で

109件のご利用があったところでございます。 

●うるしはら直子委員  担い手確保に向けた現

在の様々な取組状況については分かりました。 

 このＰＲといったことですとか、また、見学会

なんですけれども、先日、私は、たまたまこの工

業系の男子学生の見学会の様子、また、女性向け

の見学会の参加者の写真を見せていただいたんで

すけれども、皆さん、ヘルメットに作業服を着な

がら、大変生き生きと、また、楽しく見学をされ

ていた様子が写っておりまして、大変好評だった

といったご意見も寄せられておりました。 

 こうしたイメージアップについては、様々、ほ

かにも実施しているといったことでありますの

で、その点については評価いたします。また、担

い手確保などに取り組む企業への支援となる助成

金制度の利用件数が2021年度よりもさらに増加し

ているとのことで、ぜひ、今後も継続してこの支

援を行っていただきたいと思います。 

 これらの取組は、担い手確保に向けた喫緊の課

題対策と、また、中長期的な視点からも必要であ

り、さらなる充実を図るためには、利用者などか

らの意見を把握し、ニーズや課題を洗い出して、

制度をさらに向上することが重要です。 

 そこで、質問ですが、見学会に参加した人たち

からの意見や、この助成金を利用した企業からの

評価についてはどうだったのか、伺います。 

●小林土木部長  見学会参加者の意見や助成金

を利用した企業の評価についてお答えいたしま

す。 

 まず、現場見学会についてですが、例年100名

以上の高校生や大学生の参加があり、今年度参加

した大学生からは、実際に働くときの具体的なイ

メージがついたですとか、就職の参考となったな

どの意見をいただいているところでございます。 

 また、工学系の高校や大学に通う女子学生を対

象に、建設業で働く女性技術者と意見交換などを

行う取組を今年度も継続し、今月の28日に開催す

ることとしております。昨年度参加した学生から

は、現場で活躍する女性職員の話を実際に聞けて

よかったなどの意見をいただいているところでご

ざいます。 

 このほか、将来の担い手となる市内の小学生と

その親を対象とした現場見学会を今年度も開催い

たしました。毎回、定員を上回る応募があり、多

くのご家庭から関心が寄せられているところでご
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ざいます。 

 次に、助成金制度を利用した企業からですが、

女性従事者の労働環境改善について、現場の女性

職員からも大変好評だったですとか、今後も活用

したいといった意見が寄せられているところでご

ざいます。 

 また、除雪オペレーターの免許取得につきまし

ては、令和３年度の大雪を受けて、令和４年度は

41件となりまして、前年度から18件増加したとこ

ろでございます。 

 これらの取組は、参加された方や利用された企

業からいずれも高い評価を受けており、今後も継

続していくことが必要と考えております。 

●うるしはら直子委員  利用された方や、ま

た、見学をされた方々の声からも、大変好評だと

いうことが分かりました。 

 私の地元の建設会社の方々からも、このチラシ

なんですけれども、以前にいただいたチラシが大

変好評でして、また、ＰＲ動画がとても評判がよ

いといったお話も聞いております。こちらについ

ても、今後もしっかりと継続していただきたいと

思います。 

 また、除雪のオペレーターの免許取得の数が大

変増加しているというところも、本当に、来年は

利用したいといった声も届いておりますので、ぜ

ひ、こちらについても、さらにまた向上しなが

ら、幅を広げて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 一方で、市内の建設企業の方からは、また同時

に、以前にも増して人手不足が深刻な状況になっ

てきており、人手が確保できないことが理由で、

これまで受けられてきた工事等を断らなければな

らない状況が発生しているとの声も聞こえていま

す。さらなる担い手確保に向けては、業界団体な

ど、より多くの意見を聞きながら、効果的な取組

を検討することが必要と考えます。 

 そこで、最後に質問ですが、担い手確保に向け

た取組状況について、業界からはどのような意見

が出ているのか、また、それら意見を受けて、今

後どのような取組を進めていくのか、伺います。 

●小林土木部長  業界からの意見とそれら意見

を受けての今後の取組についてお答えをいたしま

す。 

 まず、業界からの意見につきましては、さっぽ

ろ建設産業活性化推進協議会において、毎年意見

交換を行っているほか、企業アンケートを毎年実

施し、意見把握を行っているところです。 

 業界からは、広く一般の方に建設産業の魅力を

知ってもらうため、マスメディアを活用してＰＲ

すべきという意見や、建設業の仕事のやりがい

や、働きやすい職場環境が進んでいることを若い

世代にＰＲしてほしいなどの意見がありました。

これらの意見を受けて、今年度、ＩＣＴによる施

工など、建設現場の最新の取組をテレビの広報番

組で紹介したところでございます。 

 このほか、建設産業をより身近に感じてもらう

ために非常に有効なインターンシップにつきまし

て、リモートなどで簡単に参加できる仕組みな

ど、より多くの学生などを受け入れるための助成

金制度の見直しなども必要というようなご意見も

ありました。そのため、助成金制度につきまして

は、より多くの企業に利用され、効果的な支援と

なりますよう、利用条件の緩和など、制度の見直

しについて検討をしているところでございます。 

 引き続き、業界からの意見を把握しながら、令

和６年度末のさっぽろ建設産業活性化プランの策

定に向けまして、今後も、担い手確保につながる

可能な取組を検討しながら、積極的に実施してま

いりたいと考えております。 

●うるしはら直子委員  協議会などを通じた業

界からの意見、今後の取組について答えていただ

きました。こうした業界の意見に対して、既に取

組を始めている内容もあると思いますけれども、

今後も、しっかりと耳を傾けながら、取組を進め

ていただきたいと思います。 

 最後に、要望を述べて質問を終えます。 

 この担い手確保に向けては、休日の確保や、ま

た、時間外労働の短縮など、これから社会に出て
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いく高校生や大学生などにとっても魅力を感じる

環境をつくっていくこと、これがまず重要だと考

えます。 

 また一方で、来年度からは、労働基準法に係る

時間外労働の上限規制が建設業や運送業などにも

全面的に適用される、いわゆる2024年問題が直前

に迫っており、業界の人手不足がますます深刻化

することが大きな課題となっています。あわせ

て、ラピダスの建設ですとか、本市も含めた道内

各地の再開発、また、公共施設の建て替えなど、

これからさらに建設業界の需要は増してまいりま

す。 

 本市においては、さっぽろ建設産業活性化プラ

ンの見直しに向けた準備を開始しているというこ

とで、市内建設産業の担い手不足への対応につい

ても、今後さらに検討されていくことと思います

が、現行のさっぽろ建設産業活性化プランの最初

にも、市長のお言葉に、建設業界と市が課題や目

標を共有し、両輪となって取組を進めていく指針

としてこのプランを立てるとあります。 

 この間のさっぽろ建設産業活性化推進協議会で

の様々なご意見を基に効果的な取組を計画してい

ただくとともに、また、今現在、この人手不足、

担い手不足は待ったなしの状況ですので、実践可

能な取組については、プランの策定を待たずに、

積極的に、また、早期に実施していくこと、ま

た、大胆な施策についても打ち出すことなども検

討しつつ、取り組んでいただくことを要望しまし

て、私の質問を終わります。 

●小口智久委員  私からは、建設現場における

ＩＣＴの活用について質問をいたします。 

 建設業は、インフラ整備、災害の復旧工事、さ

らに除排雪作業など、私たちの安心な生活を支え

る地域の守り手として非常に重要な役割を担い、

地域経済や雇用を支える基幹産業でございます。

しかし、建設業を取り巻く現状は大変厳しく、経

営者からは、人材不足の上に2024年問題による労

働時間の制限、とどまることを知らない資材の高

騰、また、賃金アップの流れなど、トリプルパン

チで経営が難しくなり、廃業も考えている、自分

一人で仕事をしたほうが、様々な制約が少なく、

人を雇うよりよいというご意見をいただいており

ます。 

 帝国データバンクの調査では、2022年の建設業

の倒産件数が増加に転じており、特に人手不足に

よる倒産が最多とのことで、大変危機感を持って

おります。 

 我が会派は、きつい、汚い、危険、いわゆる３

Ｋと言われる建設業のマイナスイメージの払拭

や、若手人材確保の観点から、これまで、議会

等、様々な場面で、週休２日制の推進や施工時期

の平準化、ウイークリースタンスの推進など、働

き方改革の取組の必要性について指摘したところ

でございます。 

 また、人手不足問題は大変に根強く、外国人労

働者を受け入れたとしても問題解決は容易ではあ

りません。今後の建設業にとって生命線となるの

は、間違いなく、労働生産性の向上への取組であ

ると考えます。 

 こうしたことから、国土交通省は、測量から設

計、施工、検査、維持管理に至る全ての事業プロ

セスでＩＣＴを活用し、建設現場の生産性を飛躍

的に向上させることを目指した施策であるｉ－Ｃ

ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを推進しております。 

 私は、昨年10月の決算特別委員会において、ｉ

－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの主要な取組である

ＩＣＴ活用工事の重要性を指摘しました。その

際、今後は、大規模な現場だけではなく、小規模

な現場に対応したＩＣＴ活用工事の導入を進め、

拡大を検討していくとの答弁がございました。 

 そこで、１点目の質問ですが、これまでのＩＣ

Ｔ活用工事の拡大に向けた取組状況について伺い

ます。 

●伴野道路工事担当部長  建設局におけるＩＣ

Ｔ活用工事の拡大に向けた取組状況についてお答

えします。 

 札幌市においては、平成29年度からＩＣＴ活用

試行工事を発注しており、これまでに土木工種や
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舗装工種の等級Ａクラスの企業を対象に、土工、

切削オーバーレイ、地盤改良工、下層路盤工へ、

適用工種、発注件数の拡大を図ってきたところで

ございます。 

 令和５年度は、新たに土木Ｂクラスの企業を対

象に、小規模な土工にも適用工種を拡大し、市内

中小企業においても受注が可能となっておりま

す。この結果、令和４年度の26件から、令和５年

度は42件のＩＣＴ活用試行工事の発注状況となっ

ており、今後も、拡大に向け、取り組んでまいり

たいと考えております。 

●小口智久委員  ＩＣＴ活用工事の適用工種、

土工、舗装、オーバーレイ、様々ございましたけ

れども、また、件数もともに拡大しているという

ことで、そしてまた、中小企業を対象としたＩＣ

Ｔ工事の発注取組が今確認できまして、一定の取

組が進んでいるというふうに評価いたします。 

 今後、生産年齢人口が減少することが予想され

る中、インフラの整備と維持を進める上で、建設

分野の生産性向上は避けられない課題と考えま

す。また、先ほども申し上げましたとおり、2024

年４月から、建設業においても労働基準法改正に

よる時間外労働の上限規制が適用されることか

ら、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎによる生産性

向上は待ったなしの状況となります。 

 そこで、２問目の質問となりますけれども、今

後のＩＣＴ活用工事の推進に向け、課題認識と進

め方について伺います。 

●伴野道路工事担当部長  今後のＩＣＴ活用工

事の課題認識と進め方についてお答えします。 

 昨年度実施いたしました生産性向上に関する企

業アンケートにおいて、約４割の企業から、ＩＣ

Ｔ施工の活用が必要であるとの回答を得ておりま

す。一方で、中小企業を中心に、ＩＣＴ工事のメ

リットがよく分からないという声もお聞きしてお

ります。 

 このため、札幌市職員のＩＣＴに関する知識醸

成を図るため、実施しているＩＣＴ研修会に、札

幌建設業協会や札幌中小建設業協会などをはじめ

とした業界団体の方々にもご参加いただいてお

り、受発注者双方のＩＣＴに関する理解の促進を

進めているところでございます。 

 また、国などで実施しているＩＣＴ工事におけ

る経費の計上や、工事成績に対する加点方法も参

考にしながら、試行工事の在り方について検討し

たいと考えております。 

 さらには、現在策定中の第２次札幌市まちづく

り戦略ビジョン・アクションプラン2023におい

て、ＩＣＴ工事現場の実態調査を盛り込む予定で

あり、この結果も踏まえ、ＩＣＴ工事を導入しや

すい環境整備を行っていきたいと考えておりま

す。 

 今後も、このような取組を通じて、ＩＣＴ活用

工事の拡大により、建設産業における働き方改革

の推進に努めてまいります。 

●小口智久委員  課題認識とこれからの取組、

ありがとうございます。分かりました。 

 今日は市長が出席しておりますので、ちょっと

前段にも触れました2024年問題、ＩＣＴ工事が随

分進んでいるんですけれども、まだ時間はかかる

かなというところもありまして、この2024年問題

ということが、喫緊、もう来年スタートします。

そういう中での質問を、確認をさせていただきた

いと思います。 

 この労働の時間が決まってくるという中、そし

てまた、北海道の建設業の特徴であります、冬に

あんまり工事ができないという、夏に一生懸命に

働くと。そして、社長さんからの経営の考え方

は、やはり、閑散期に人間を、人数を合わせる

と。そして、夏場は青天井で働いてもらう。こう

いうようなことをするのが、利益も確保できて、

会社さんも維持できていた、そういうような、私

も、働いているところもそうだったんですけれど

も、今、それが、青天井ができなくなりますの

で、要は、仕事の凸凹がありますと、経営者とし

ては非常に経営環境が大変になるということで、

今ずっと、１問目でもお話ししましたけれども、

平準化、そういうことを一生懸命、建設局に取り



 

- 23 - 

組んでいただいたんですけれども、さらなる平準

化、そしてまた、段々で除雪の人手不足とかもあ

りましたので、ちょっと、今までの取組があるの

で壊すわけにはいかないんですけれども、やは

り、建設業が冬場に営業だけをやるだとか、設計

だけをやるだとか、そういうようなことを実際に

やっておりまして、人手というのは、ないわけで

はなくというか、今までの慣習みたいのもありま

すので、そういうところも取っ払ってやって、経

営者にもオーケーで、労働者にもオーケーな、そ

んなようなことができないかと思うのですが、市

長の見解をいただければと思うのですけれども、

よろしくお願いします。 

●秋元市長  2024年に向けての労働時間の制限

といいますか、上限ということが出てくる、そう

いった中での人員の確保をどうしていくかという

ことだというふうに思いますけれども、今ご質問

の中にもありましたように、季節間での業務の平

準化、これは、年度を越えて、今、事業全体とし

ても、各年度ごとの事業費自体も平準化をしてい

く、あるいは、１年間の中でも、夏、冬、閑散期

がないような形で平準化をしていく、とりわけ学

校現場などでは、これまでは、どうしても子ども

たちの休みの期間、夏休みですとか、冬休みの期

間に工事を入れるというようなことが通常として

考えてきました。それだと、なかなか期間が集中

する中で人材を確保するのが大変だという業界の

声もいただいております。 

 長い目で見たときの人材の確保、あるいは、子

どもたちがいろいろな職業選択ができるという、

こういう取組というものは、やはり、きっちり

やっていくというベースの中で、目の前の仕事の

平準化というようなことを、可能な限り、業界の

皆さんの声を聞きながら取り組んでいければと、

こういうふうに考えております。 

●小口智久委員  ちょっと突然の質問だったか

ら、すいません。 

 最後に要望で、市長、ありがとうございまし

た。建設業は日本経済の屋台骨と言うべき業種で

あり、需要自体は堅調で、今後は、国内外のＤ

Ｘ、ＧＸのインフラ整備といった明るい材料もあ

ると言われております。 

 最近、技術力の低下、設計ミス、さらには、建

設現場の事故が多発しているようにも見受けられ

ます。ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎは、生産性

向上のほか、ビッグデータを活用した技術の伝

承、人為ミスの改善、さらにＩＣＴの安全対策の

ルールが決められ、現場で働く方が安全に作業で

きる環境の改善が図られております。そのため、

元請業者はもちろん、普及が遅れている中間事業

者への働きかけが重要で、中小建設企業へのＩＣ

Ｔ施工普及に向けた支援の取組として、北海道開

発局では、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ地方サ

ポートセンターが設置されております。 

 札幌市も、現在働いている方はもとより、次代

を担う若い世代が、地図に残る、魅力ある仕事に

携わることができ、生きがいを見いだし、その中

で安心した生活が送れるように推進することは、

私たちの役目でございますので、働き方改革や生

産性向上、様々な施策を組み合わせながら、一歩

踏み込んだ施策を進めていただくことを要望し

て、私の質問を終わります。 

●吉岡弘子委員  私からは、９月の大雨による

清田区里塚緑ケ丘、大曲通の歩道陥没に関わっ

て、２点質問させていただきます。 

 地球温暖化の影響で、６月から７月にかけて、

各地で豪雨災害や線状降水帯による被害が多発し

ました。 

 本市においても、９月の５日と12日の大雨に

よって、手稲区や東区、白石区や清田区など、各

地区が道路の冠水などに見舞われました。 

 ９月５日、清田区平岡公園では、１時間当たり

の降水量39.5ミリの激しい雨が降りました。平岡

公園東と里塚緑ケ丘の間に位置する大曲通は、５

日の大雨で里塚側の歩道が陥没し、土木センター

がすぐに対応したものの、12日の雨によって、同

じ場所が再度陥没しました。陥没の規模は、幅３

メートル、長さ９メートル、深さ２メートルに及
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び、幸い事故に遭われた人はいませんでしたが、

その規模の大きさに衝撃を受けました。 

 そこで、質問ですが、被害の原因と対応、応急

復旧後の対策についてお聞きいたします。 

●竹本維持担当部長  大曲通の歩道の陥没の原

因と対応、及び、今後についてお答えいたしま

す。 

 今回の歩道陥没が発生した箇所付近では、委員

のお話にもありましたが、１時間当たり最大39.5

ミリの非常に激しい雨が観測され、なおかつ、道

路勾配が一番低い場所であったこともあり、雨水

が集中したため、車道が冠水し、さらには、歩道

からのり面へ越流した状況であります。そのこと

により、路肩及びのり面が侵食され、のり面崩壊

を起こしたことから、歩道が陥没いたしました。

そのため、速やかに、歩道の通行止めの解除に向

け、砕石や遮水シートなどで歩道とのり面の応急

復旧をしたところであり、その後の雨でも、現

在、異常は見受けられておりません。 

 今後は、現地を経過観察するとともに、のり面

の安定性などについても速やかに調査を実施し、

年度内をめどに対策を検討してまいりたいと考え

ております。 

●吉岡弘子委員  続いて、質問いたします。 

 道路敷地内で、このたびこの大曲通で起こった

ような陥没やのり面の崩壊を起こすおそれのある

箇所はどのように確認しているのか、伺います。 

●竹本維持担当部長  大曲通と同様に崩壊のお

それのある箇所の確認についてお答えいたしま

す。 

 市内同様の箇所につきましては、豪雨等による

道路への災害を未然に防止するために、道路防災

カルテを作成しており、毎年約300か所ののり面

や擁壁について点検し、崩壊等のおそれがない

か、確認しているところであります。この道路防

災カルテの点検の結果により、対策が必要と判断

した箇所につきましては、さらに詳細な調査や対

策を検討し、順次、対策工事を行っております。 

 今後も、安全・安心な市民生活を守るため、引

き続き、これらの取組を着実に実施し、道路防災

対策を進めてまいります。 

●吉岡弘子委員  道路防災カルテにある市内

300か所を毎年確認しているとのことですが、こ

のたび発生したのは、防災カルテに載っていない

場所となっています。５日の陥没後、すぐに修復

したものの、１週間後の雨で大きく陥没しまし

た。陥没は歩道で起こっていますので、人を巻き

込む事故だった危険があります。冬の前に追加工

事の必要性を判断するということですが、速やか

な調査を求めます。 

 異常気象による線状降水帯や豪雨などが多発し

ていますから、防災カルテや点検箇所の見直しを

するなど、早急に対策を取っていただきたいと申

し上げまして、質問を終わります。 

●波田大専委員  私からは、歩道バリアフリー

整備事業について質問させていただきます。 

 札幌市が主催する「共生社会の実現へ！トーク

＆車いす街歩きイベント」が９月８日に開催さ

れ、私も参加させていただきました。実際に車椅

子に乗って、まちでの移動を体験させていただき

ながら、エルプラザから新さっぽろ駅まで地下鉄

に乗って移動し、レストランで食事をするなど、

体験をさせていただく中で、ふだんはあまり意識

をしなかった歩道の僅かな段差や勾配が、いかに

車椅子を利用する方にとって大きな障壁となって

いるか、身をもって実感させていただきました。 

 その中で、ふだんから車椅子を利用している参

加者の方々から、特に改善の要望として上がって

おりましたのが、横断歩道と歩道縁石の間の段差

についてです。この段差は、基準では２センチと

されておりますが、場所によっては、車椅子の方

お１人では乗り越えることができないほどの段差

もあり、介助者の方が車椅子を押して乗り越えよ

うとしても、体ごと前に飛び出してしまうほどの

衝撃が避けられず、移動の利便性や安全性の面か

らも非常に大きな課題であると認識をしておりま

す。 

 札幌市では、昨年、札幌市バリアフリー基本構
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想2022を策定し、歩道のバリアフリー化を計画的

に進めていると伺っております。 

 そこで、質問ですが、札幌市における歩道バリ

アフリー整備事業では、どのような考え方で、ど

のような整備を行っているのか、お伺いいたしま

す。 

●小林土木部長  歩道バリアフリー整備の考え

方と内容についてお答えをいたします。 

 まず、整備の考え方については、札幌市バリア

フリー基本構想2022に基づき、ＪＲや地下鉄駅な

どの旅客施設を中心とする55地区を重点整備地区

に定め、歩道のバリアフリー化を進めているとこ

ろでございます。整備対象とする路線は、地区内

で高齢者や障がい者などが日常生活で利用する福

祉施設や医療施設、商業施設などと旅客施設を結

ぶ経路を選定しております。 

 次に、整備の具体的な内容といたしましては、

横断歩道と歩道縁石の段差解消や、歩道を歩きや

すくするための勾配緩和、路面を平たんにする舗

装面の改良、そして、視覚障がい者が安全に歩く

ための誘導ブロックの設置を行っているところで

ございます。 

●波田大専委員  歩道バリアフリー整備事業に

おける考え方や、整備の具体的内容について理解

をいたしました。 

 私自身、１歳とゼロ歳の子どもがおり、ふだん

は２人乗りのベビーカーを押して外出することも

ありますが、やはり、横断歩道の段差を乗り越え

ることができずに、ベビーカーの前に回って前輪

を持ち上げて、何とか乗り越えるような場面もし

ばしばあります。 

 横断歩道のバリアフリー整備は、まさに、車椅

子を利用する方のためのみならず、高齢者やベ

ビーカーを利用する方、大きなキャリーバッグを

引いて移動する観光客の方など、多くの方々が必

要とする整備であり、秋元市長が目指すユニバー

サルのまちづくりにおいても不可欠なものである

と認識をしております。 

 現状では、既にバリアフリー整備が完了してい

る歩道も多くある一方で、まだ整備が進んでいな

い歩道もあります。全ての歩道を一斉に整備する

ことは難しいことと拝察はいたしますが、できる

だけ早期に整備を進めていただくことを望むとこ

ろでございます。 

 そこで、質問ですが、これまでの歩道のバリア

フリーの整備状況と今後の整備予定についてお伺

いをいたします。 

●小林土木部長  歩道バリアフリーの整備状況

と今後の整備予定についてお答えいたします。 

 バリアフリー基本構想2022では、重点整備地区

を拡大したことに加え、障がいの有無や年齢にか

かわらず、誰もが利用しやすいユニバーサル社会

の実現に向けて、新たに区保育・子育て支援セン

ターや観光施設、公立小・中学校などを結ぶ経路

を追加したところです。その結果、札幌市管理道

路における歩道バリアフリー整備の対象延長は、

これまでの基本構想における対象延長から59キロ

増えまして、290キロとなったところでございま

す。 

 整備状況といたしましては、令和４年度末の整

備率が約75％であり、今後の整備予定といたしま

しては、先日公表しました第２次札幌市まちづく

り戦略ビジョン・アクションプラン2023（案）で

令和９年度の整備目標を90％として、さらに取組

を進めることとしております。 

●波田大専委員  令和４年度末の整備状況は整

備率75％であり、令和９年度の整備目標として

90％を目指して整備が進むことを理解いたしまし

た。 

 最後に、要望ですが、横断歩道の段差について

は、２センチを基準として整備を進めるとのこと

でございましたが、そもそも、この２センチの段

差であっても乗り越えるのに負担が大きいという

切実な声も、車椅子を利用する市民の方々からは

お伺いをしているところでございます。 

 この２センチの段差は、視覚に障がいのある方

が、歩道と車道の区別を認識するために設けられ

ている段差であると承知をしております。しか
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し、東京都の品川区や板橋区及び沖縄県などで

は、この２センチほどの横断歩道の段差もなくし

て、代わりに縁石を緩やかなスロープにして車道

と歩道をつなぐような新しいタイプの縁石の設置

を進めているとも伺っております。スロープの表

面に点字ブロックのような突起を設けることで、

視覚に障がいのある方にも車道と歩道の境界が分

かりやすくなっています。さらに、スロープの部

分に滑り止め用の溝をつけたことで、雨の日にも

滑りにくくなるなど、複数のメリットがあるとの

ことでございます。 

 このような先進的な取組事例や新しい技術も注

視をしながら、積雪寒冷地という札幌市が抱える

特有の事情も踏まえて、障がい者や高齢者、ベ

ビーカーを利用する方、キャリーバッグを引く観

光客の方など、全ての人が移動しやすい、ユニ

バーサルな歩道の整備を今後一層進めていただく

ことを要望いたしまして、質問を終わります。 

●丸山秀樹委員長  ここで、およそ20分間、委

員会を休憩いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後２時49分 

      再 開 午後３時10分 

    ―――――――――――――― 

●太田秀子副委員長  委員会を再開いたしま

す。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

●伴 良隆委員  私は、生活道路と舗装補修計

画について伺います。 

 この質疑は、一貫して、これまでやらせていた

だいてきました。令和２年３定、令和４年１定で

す。 

 先ほど和田委員から、また、ほかの委員の皆さ

んからも、生活道路の排雪のお話なんかも出まし

た。さすがだなと思って聞いておりましたけれど

も、やっぱり、私たちの目の前にある道路とか、

そういう身近な問題というのは、非常に大事なこ

とだと思います。大きな話も、こういう目の前の

話も、でも、それをまたどうやって広げていくか

ということなんだと思います。非常に興味深く聞

かせていただきました。 

 荻田局長が当初、雪の関係の課長の際にいろい

ろと僕に教えてくださいましたね。僕は、あまり

詳しくなかったですけれども、要は、苦情の件数

を減らしていくことが大事だというふうに思って

いました。茂木係長もそうでしたけれども、当

初、雪の関係でいろいろと教えていただきまし

た。この苦情件数をどうやって減らしていくかと

いうことで、いろんな取組をしてきたと僕は思っ

ています。 

 道路に関しても、生活道路の、今申し上げます

けれども、苦情の件数はどうなのか。延長の距離

ということと予算、アンバランスじゃないかなと

いうふうに思っています。だんだん高齢化もして

きますし。 

 そういう意味で、私が当初、令和２年の３定で

指摘をさせていただいたことに、ちょっと一言ず

つ付け加えたいと思います。 

 全道路の延長が約5,600キロ、そのうちの約７

割が生活道路ですね。およそ4,000キロ強です。

費用となりますと、当初の予算でしたけれども、

補修費用ということで、およそ54億を補修にかけ

ているうちの６億、12％だったというふうに記憶

をしております。 

 道路補修の苦情でございます。先ほどの苦情、

約１万件あるうちの７割が生活道路ということで

ございます。ここにいる皆さん、委員の方々もそ

ういう肌感覚じゃないかなというふうに思ってお

ります。 

 それから、市のほうのご答弁です。当時、清水

さんが部長でしたけれども、実際に現場で起きて

いることについては、土木センターの職員が適切

に判断しているけれども、実際は、公平性や妥当

性ということで、いろいろと市民に説明を求めら

れるケースがあると。つまり、その場当たり的な

ことも否定はしなかったんです。場当たり的に対

処していると。一生懸命対応していると思うんで

すけれども、何でそこをやるんですか、どんなふ
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うに施工するんですかということに対して、答え

がない。言われたらやる。強い声に対してもっと

やる。そうじゃなくて、私は、基本的には、やる

ものをしっかり公平性を持ってやってくださいと

いうことだと思います。 

 それから、同じく清水部長ですけれども、幹

線、補助幹線に関しては、補修計画なるもので個

別に位置づけされている。しかし、生活道路の位

置づけ、つまり、維持管理の計画、補修計画には

反映されていませんというふうにはっきり答弁さ

れています。ここも問題です。 

 そして、天野副市長、札幌市政の重要課題とし

て、当時は歩いて暮らせるまちづくり、今は、わ

くわく歩けるですか。わくわく歩けないですよ

ね。ウオーカブルという言葉を使っていますね。

これは、ウェルネス、私も質疑していますが、

ウェルネスということに密接不可分です。しか

し、そこまでいかなくとも、通常、私たちが普通

に、高齢者の方々もハンディキャップのある方々

も、通常、普通に歩けるようなもので、半径１キ

ロ圏内でというふうに申しました。 

 だから、生活の中で生活道路というのは非常に

重要だということ、このことは、当時の小林建設

局長もそのとおりという中で、まちづくり計画へ

の位置づけであるとか、今日は財政課長がいらし

ていますけれども、財源の確保と市民理解、なる

べく既往の予算でやるべきだと思いますけれども

ね。そういう答弁を当時出していただいていま

す。 

 私は、お金をかければというわけじゃなくて、

札幌市道路維持管理基本方針の中では、計画的・

効率的な維持管理の実現に向けた基本的な考え方

や取組方針を定めたという中で、長期的な視点に

立ったライフサイクルコストの最小化や事業の平

準化等ということを書いています。 

 生活道路が事後保全だということは理解しま

す。しかし、僕は長期的な視点でと考えたとき

に、事後保全でいいんだけれども、やっぱり、生

活道路だってちゃんと管理してくださっていれ

ば、穴が広がって砕石が出てきて、クモの巣状に

なって、ああだこうだと言われることもないわけ

です。そして、もう最終的に引っ剝がさなきゃい

けないとか、その間を、全部はできませんけれど

も、完璧には。僕も市民の皆さんには申し訳ない

と言っています。でも、事後保全であるけれど

も、ある程度、中長期的な視点を持ってやると。

そういうところに僕は問題意識を持っていたんで

すよ。歩いて暮らせるまちづくりですからね。 

 ですから、今後も、ウオーカブルと言うんでし

たら、ちゃんと生活道路をやっていただきたいと

いうふうに思っております。 

 そこで、質問をしてまいります。 

 この幹線、補助幹線については、舗装補修計画

に位置づけはされています。その他、橋梁とか、

いろんなもの、アンダーパスもそうですけれど

も、全部計画はあるんですよ。あるんですけれど

も、この管理目標の考え方ということ自体は統一

されていないわけです。今申したように、生活道

路については舗装補修計画にないです。僕は当時

の文章を全部見ましたが、ないです。現場の作業

要領にも載っていない。つまり、現場判断です

よ。だから、我々議員のほうにもそうですけれど

も、皆さんのほうにも苦情も入る。 

 そこで、私は今までただしてきましたけれど

も、生活道路の舗装補修の在り方については、令

和５年度を目途に整理するというご答弁をいただ

いております。 

 そこで、伺いますが、新たな舗装補修計画はど

のような内容で改定を行うのか、伺います。 

●竹本維持担当部長  現在改定作業中の舗装補

修計画についてお答えいたします。 

 新たな舗装補修計画では、補修の目安となる管

理目標値を平成28年度に国土交通省より策定され

た舗装点検要領を参考に設定してまいりたいと考

えております。具体的には、総交通量や大型車交

通量による舗装の損傷の進行に基づく新たなグ

ループ分けを行い、管理目標の考え方について統

一を図った上で、幅員20メートル以上の幹線道
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路、幅員12メートル以上20メートル未満の補助幹

線道路の二つの計画を統合することといたしま

す。 

 また、その計画には、生活道路の舗装補修の在

り方も加えて、札幌市が管理している全ての道路

の舗装補修の考え方をまとめる予定であります。 

●伴 良隆委員  まずは、進捗を確認をさせて

いただきましたけれども、竹本さんとは、僕の地

元の北区で、一緒に道路の穴ぼこを見たり、不陸

を見たり、一生懸命歩きましたね。それから、八

木室長もそうです。北区で一緒にやらせていただ

きました。本当にいろいろとよくやっていただい

ています。でも、我々世代として、先輩方のつ

くっていただいたインフラをどうやって維持して

いくかというのが今のフェーズであります。 

 もうちょっと言うと、公共投資のこともあるの

で、防災への投資ということで、先ほど、和田委

員からもそうですし、それから、小須田委員から

も人材不足の話がありました。 

 今後は、そういう公共投資というのは極めて重

要だと思いますけれども、まずは、目の前の朽ち

ていく道路を何とかしなきゃいけない。目の前と

いうのは、生活道路が特にですし、もちろん、幹

線、補助幹線も重要です。 

 しかし、先ほど小須田委員がおっしゃったよう

に、建設人材の確保、これは極めて今課題になっ

ています。 

 そこで、新たな技術ということでは、効率的に

維持・補修していくため、新技術の導入やＤＸの

推進ということを早期に進める必要があるのはこ

ちらの件でもしかり。 

 簡易的なデジタル技術の活用による舗装点検に

ついては、検討するということで、令和４年の１

定の予特で質疑に答えていただいていますので、

質問ですが、簡易的なデジタル技術の活用による

舗装点検の検討内容についても伺います。 

●竹本維持担当部長  デジタル技術の活用によ

る舗装点検の検討についてお答えいたします。 

 現在は、幹線道路、補助幹線道路、合わせて約

1,400キロメートルにおきまして、舗装のひび割

れやわだち掘れなどの損傷状況を専用の測定車に

より３年で一巡する頻度で点検をしているところ

であります。その一方、生活道路については、延

長が約4,200キロメートルと膨大でありまして、

これらと同一の手法による点検は現実的に困難で

あり、課題であると認識しております。 

 新たな計画には、生活道路も含めて、札幌市が

管理している全ての道路を対象に、デジタル技術

を活用した簡易な点検手法を取り入れる予定であ

ります。具体的には、日常的に道路の巡回を行っ

ているパトロール車にスマートフォンやドライブ

レコーダーなどを搭載して点検し、それらのデー

タをＡＩで解析する手法で、来年度中の導入を目

指しているところであります。 

●伴 良隆委員  私も、こうして指摘をさせて

いただいている以上、人材の確保、そして、効率

的な施工となると、当然、今のご答弁が生きてく

るわけであります。ＡＩであるとか、映像をレ

コーディングすることによって解析して、どの道

路がどんなふうになっているのか、今後質問しま

すが、じゃ、優先順位はどうなのかと。そういう

ことを地域の声はもとよりですが、人の目という

のは、やっぱり、これにはなかなか勝てませんけ

れども、ただ、やっぱり、今回の定例会でも賠償

問題がありましたね。道路がこうなっていたとい

うことで。それで、賠償が安いか高いかじゃなく

て、そういうことはあってはいけないわけなんで

す。だから、人の目というのは大事です。ただ、

やっぱり、限界もあるし、効率的にとなると、今

みたいな新技術も使っていって、生活道路を何と

かしていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 生活道路は、地域住民にとっては、言わずもが

な、一番身近な道路であって、先ほど申したよう

に、特に高齢者など、ハンディキャップも含めた

歩行者に配慮すべき重要な道路でございます。今

後より一層、その重要度が増すと思います。幹線

道路、補助幹線も大事ですけれどもね。 
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 そういう意味では、予防保全ではなくて事後保

全による補修ということは、私は市と同じ見解で

す。ただ、私は、少しだけ違うのは、私は、言葉

は過ぎますけれども、長寿命化とか、事業の平準

化というものにも資するというふうにも思ってい

ますし、次の世代にも渡していく生活道路であっ

てほしいと思うので、長期的にとは言わないです

けれども、中期ぐらいまではいけるだろうという

ふうに思っています。それは、市民の理解、我慢

もありますけれどもね。そういう意味で、きちん

とした適時適切な補修というものをやっていただ

きたいと。 

 ただ、現場でいろいろ起きました。後ほど緑の

ところでも質問しますけれども、矛盾があるんで

す。現場に行ったら、市の方は、こっちの部門か

らこっちの予算、だから、私たちは言われたこと

しかやりませんとはっきり言われています。 

 だから、私は、生活道路をやりますという竹本

部長のご答弁は評価できますが、やはり、行政は

計画がないといけません。それに基づいてやるん

です。それは、市民の目にはさらされませんよ。

でも、計画はしっかりと見直していただきたい。 

 伺いますが、新たな舗装補修計画において、生

活道路の舗装補修の在り方をどのように考えてい

るのか、確認します。 

●竹本維持担当部長  生活道路の補修の在り方

についてお答えいたします。 

 生活道路の舗装補修の在り方については、ひび

割れ率などの管理目標値は設定しませんが、道路

の使用状況などと点検により得られた損傷データ

を併せて補修の優先順位の目安を計画に盛り込む

予定であります。例えば、その道路の使用状況が

通学路やバス路線になっているか否か、さらに、

道路幅員や歩道の有無なども考慮しながら、優先

順位を考えていきたいと思います。 

 いずれにしましても、今年度末に向けて、分か

りやすく実効性のある計画となるよう、引き続き

改定作業を進めてまいります。 

●伴 良隆委員  今ご答弁いただきましたの

で、最後の言葉、実効性が次の勝負になります。

これは、私は、また最終的にも確認をしてまいり

ます。そして、現場の作業にも行き届いているの

かどうかも見ます、必ず。見ます。行く行くは、

荻田局長、この苦情の件数が、生活道路に関して

ですよ、減っていけばいいななんていうふうに

思っています。 

 その力を、苦情対応の力をまた、減っていく

分、ほかの道路の維持・補修、橋梁もそうです

し、そっちに向けていくということなんだろうと

いうふうに思います。 

 生活道路というのは難しいですね。やっぱり、

気づきやすいし、市民の目線も非常に厳しいか

ら。でも、やっぱり、高齢者も含めて、何とかし

なきゃいけないというふうに私たちの世代も思っ

ています。 

 そこで、最後に何点か指摘をさせていただいて

終えます。 

 まず、１点目、今年度末頃の当該計画完成まで

には、しっかり議会報告をしていただきたいと思

います。 

 それから、２点目は、現場施工業者に実行性を

持たせる形を必ず取っていただくような体制、仕

組みということを指摘させていただきます。あわ

せて、既往の予算の中でしっかりやるということ

の中において、もしその財産を次の世代に渡すよ

うな気持ちがあるのであれば、場合によっては増

額してでも事前の保全が必要だということも指摘

をさせていただきます。 

 そして、現場ですね。何であの道路は、こっち

の人のところは直して、こっちが直んないんだと

か、こっちの人にはこういうシール材を使ってい

るけれども、こっちにはこうだとかね。現場でい

ろいろあるのかもしれませんけれども、適時適切

な中に、公平公正で現場対応をできるような、な

るべくできるような、そういうことをしっかりと

していただきたいがために、私も応援をさせてい

ただきますので、よろしくお願いしますという質

問をしまして、次はこんどう委員にバトンを渡し
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ます。 

●こんどう和雄委員  私から、札幌市の街路灯

の老朽化対策について、３点質問、続きまして、

最後は要望をさせていただきますので、お願いい

たします。 

 市の街路灯は令和４年度には15万996灯に上っ

ております。これは令和４年度ですから、年々、

増加傾向にあります。 

 街路灯は、ご存じのとおり、夜間における交通

事故防止と安全・安心に暮らしていく、防犯のた

めに、市民にとっては、大変欠かすことのできな

い施設ですが、年々、残念ですけれども、古く

なって、経年劣化と言われますけれども、経年劣

化した街路灯を目にする機会が大変多くなってい

るということを実感しておる次第です。 

 腐食理由は、路面境界部、分かりやすく申しま

すと、ポール下部の地際ですね。雨水が滞水しや

すく、尾籠なお話ですけれども、犬の尿ですね。

あとは、酸性雨、塩害などの屋外環境によるスト

レスによって、腐食が、金属疲労の劣化が多発し

ていることは間違いのない事実でございます。 

 過去には、幸い第三者被害には至っていないも

のの、街路灯が倒壊する等の事案が札幌市におい

て発生しております。このため、札幌市では、昨

年６月に、街路灯を含む道路の小規模附属物につ

いて、札幌市小規模附属物維持管理計画を策定

し、今後、第三者被害が生じる事故がないよう、

計画的に適切な老朽化対策をぜひとも講じていく

ために、まずは、街路灯の老朽化の現状把握が重

要であると私は認識しております。 

 そこで、最初の質問であります。 

 札幌市が管理する街路灯の点検結果はどのよう

になっているのか、お伺いいたします。 

●竹本維持担当部長  街路灯の点検結果につい

てお答えいたします。 

 街路灯の点検調査は、札幌市小規模附属物維持

管理計画に基づきまして、約２万8,000基の自立

式の単独柱について、５年で一巡するよう、毎年

度調査を実施しているところであります。その点

検調査の結果により街路灯の状態を把握し、健全

度に応じまして４段階に区分して管理しておりま

す。 

 毎年、調査数全体の１から３％が最も状態の悪

い判定区分４と判定されますが、これらは、判明

次第、倒壊の危険性に鑑みまして、直ちに撤去す

るなどの措置を行っており、現状におきまして、

全て対応が完了しております。 

 一方、５年以内に対策が必要な判定区分３と判

定された街路灯は、現時点で全基数のうち、２割

弱の約4,300基が存在しております。 

●こんどう和雄委員  札幌市の街路灯の点検結

果に関しては分かりました。約２万8,000基を４

段階に分けて管理されて、スピーディーに対応さ

れているということであります。判定区分４です

ね。緊急措置段階の街路灯については、大変ス

ピーディーに撤去するなどの対応が図られている

一方、判定区分３、早期措置段階の街路灯につい

ては、先ほどのご答弁のとおり、全体の２割弱で

あります。約4,300基という数字は、私にとりま

しては、少なくはない、大変な数だなと認識して

おります。すなわち、これは、老朽化に対する安

全対策が待ったなしという状況であると言っても

過言ではないと、言っていいんではないかと思っ

ております。 

 そこで、今後の老朽化を見据えて、判定区分４

の街路灯はもとより、５年以内に対策が必要な判

定区分３の街路灯について、早急に対応していく

べきではないかと私は考えております。 

 そこで、二つ目の質問です。 

 老朽化した街路灯に対し、札幌市はどのように

対策を講じているのか、お伺いします。 

●竹本維持担当部長  老朽化した街路灯の対策

についてお答えいたします。 

 判定区分３の街路灯は、これまで、状況に応じ

て、毎年200から300基の建て替えを行っていると

ころであります。しかしながら、判定区分３の約

4,300基の街路灯について、５年以内に全て建て

替えで対策していくことは、予算や体制などの面
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から困難な状況であります。 

 このため、今後は、建て替えのみならず、安価

な方法での老朽化対策についても併せて進めてい

く必要があると認識しております。その方法とし

て、腐食が進行しやすい柱の根元などについて、

部分的に補強や補修を行う施工方法を取り入れて

いく考えであります。 

●こんどう和雄委員  今お話しのとおり、

4,300基にすぐ対応するということは、なかなか

大変で、数的には困難という状況をよく理解いた

しました。しかしながら、これまでのペースで進

めるという場合は、老朽化対策が間に合わず、そ

れについてはスピードアップをぜひとも図るとい

うことで、補強、補修を行う工法がこれから一番

大事なポイントになってくるんではないかと思い

ます。 

 私が、令和３年９月に、私の地元ですけれど

も、月寒西地区、月羊町内会会長、月羊というの

は、月の羊という月寒の種羊場に近い町内会でご

ざいます。この月羊町内会会長より要望がありま

したのが、月羊公園に設置されております照明柱

が目視できるぐらいの写真を撮ってきました。 

 このように目視できて本当に危険だったわけで

ございます。 

 そこで、私は、照明柱について、これは、先ほ

ど言った地際が腐食して危険なためで、私のお世

話になっています豊平区土木部に、文書を作成し

て、写真を撮って、それを持参して、まず支柱を

何とかしてほしいということでお伺いをしまし

た。その結果、全面建て替えの工事を直ちに完了

していただきました。ただ、これについては費用

と時間がかかったのではないかと、感謝の上であ

りますが、大変なことだなと認識しておりまし

た。 

 街路灯の補強、補修については、私も多少なり

とも勉強をしているところであります。予算のか

かる支柱建て替えよりも安価で、スピード感を生

かして、近年、民間の技術の発展も相まって、

様々な工法が存在していると私は認識しておりま

す。 

 私も情報を入手いたしました。埼玉県川口市

は、５年前より約80本、新たな工法により先行し

ていることが分かりました。樹木の街路灯80本で

す。さらに、大阪市の八尾市、愛知県、さらに

は、東北地方整備局が大変熱心にこの新たな工法

を取り入れているという情報がありました。道内

では、石狩市、千歳市、そして、美瑛町がやって

おります。 

 そこで、質問いたします。 

 どのような補強・補修工法を導入し、いつ頃か

ら施工していくお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

●竹本維持担当部長  街路灯の補強、補修の工

法と導入時期についてお答えいたします。 

 委員がおっしゃるとおり、補強、補修には様々

な工法があり、大きく分けると、街路灯の柱の内

側にモルタルなどを充填する工法や、外側から補

強材を巻き付けるなどの工法がございます。さら

に、これらの工法は使用材料や施工方法も様々で

あるため、現在、各工法の特性や施工費の比較な

ど、それぞれのメリット・デメリットの整理を

行っているところであります。 

 また、街路灯の老朽化の状況や損傷の程度も

様々なケースがあることから、今年度、数多くの

工法の中から、損傷状況に応じて適切な工法を複

数案選定した上で、来年度から、施工性や延命化

の効果等を検証しながら進めることを想定してお

ります。 

 老朽化した街路灯の対策に関しましては、まず

は早期に手をかけていくことが重要と考えてお

り、スピード感を持って取り組んでまいります。 

●こんどう和雄委員  最後に、要望をこれから

お話しさせていただきます。 

 既に設置している鋼管柱を交換することは、や

はり、資材高騰やＳＤＧｓの観点から、今あるも

のをいかに安全に使用することができるか、これ

を私は追求するべきだと考えております。 

 今後の建設局の補修、補強について私は評価を
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しております。令和６年度、建て替えに加えて、

補強、補修も併せて行っていくというご答弁がご

ざいました。これについては、大変、街路灯の老

朽化対策に建設局はしっかり危機感を持って取り

組んでいることが理解できました。我が会派とし

ても、安心しているところでございます。 

 私は、新たな工法により、このことは間違いな

い事実だと思います。予算の削減、人手不足の解

消、さらには、施工期間、施工時間の短縮等、早

期解決をしながら、今後、分かりやすく、大変メ

リットは大きいなということを申し上げている次

第です。しかしながら、今後、各工法について、

十分、これから比較検討していく必要がある一

方、スピード感も十分持って取り組まないといけ

ないということは間違いのない事実で、老朽化に

よる街路灯の倒壊を未然に防ぐことは絶対に大事

なことであるので、これについては建設局も重く

受け止めていただきたいと考えております。 

 また、補強・補修工法の中に権威ある協会が推

奨しているという工法が聞くところによりますと

あるということですので、私は、大変興味深く、

固唾をのんで見守りをしたいと思っております。

固唾をのむという話を私はしておりますが、私だ

けではなく、全国の政令都市、全国の市町村、こ

れは、必ず、この工法が成功した暁には、札幌市

がぜひとも先鞭をつけていただければ、まずもっ

て視察に、全国から、札幌市、札幌市にというこ

とで、経済効果抜群でございますので、ぜひお願

いしたいと思います。 

 最後に、多数の老朽化した街路灯への対応は、

やはり一朝一夕にはいかないと私は考えておりま

す。ぜひとも着実に進めていただくということ

で、今年度の補強・補修工法の検討、そして、来

年度から、補強、補修の施工が市民の安全と安心

に必ず寄与するものと私は熱望しておりますの

で、これについて、ぜひ順調に工法が採用されま

すことをお祈りしておる次第です。 

●太田秀子副委員長  以上で、第１項 土木総

務費等の質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後３時44分 

      再 開 午後３時46分 

    ―――――――――――――― 

●太田秀子副委員長  委員会を再開いたしま

す。 

 次に、第６項 公園緑化費のうち建設局関係分

の質疑を行います。 

●たけのうち有美委員  私からは、さっぽろ都

心みどりのまちづくり助成制度について伺いま

す。 

 札幌の都心を緑でいっぱいにすることは、札幌

市民や観光客に潤いや安らぎを与えることから、

事業者の皆さんとの協働で緑豊かな潤いのある空

間を創出することは、大切な取組であると考えま

す。 

 我が会派では、これまで継続して、緑あふれる

美しい都心づくりを求めてきました。都心の緑の

創出においては、多くの事業者の理解や協力が欠

かせません。札幌市では、緑豊かで魅力的な都心

の形成に向け、官民連携による緑化を推進するた

めの施策の一つとして、さっぽろ都心みどりのま

ちづくり助成制度を運用しています。 

 2022年の第３回定例市議会決算特別委員会にお

いて、これまでの助成金交付要綱の見直しの内容

や、2021年度の助成実績と2022年度の助成見込み

について伺いました。これまでの要綱の見直し

で、小規模な空間での緑化を支援するため、空地

や屋上、室内のプランター等による緑化の下限面

積の緩和などを行ったと答弁がありました。 

 そこで、質問です。 

 2022年度の助成状況については、2021年度と同

様の助成実施件数を見込んでいるとの答弁でした

が、改めて、2022年度の助成実績と、併せて事業

者からの問合せの状況について伺います。 

●鈴木みどりの管理担当部長  私から、2022年

度の助成実績と事業者からの問合せの状況につい
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てお答えいたします。 

 2022年度の助成実績は、複数年度にわたる事業

者への助成の適用、緑化面積の要件緩和などの要

綱の見直しによりまして、合計３件、総額約630

万円の助成を行いました。 

 また、これまでの要綱の見直しや、事業者への

ダイレクトメールなど、そういった効果もありま

して、小規模な空間での緑化に取り組みたいなど

の問合せや、申請予定内容について事前相談が複

数寄せられたところでございます。 

●たけのうち有美委員  要綱の見直しによって

緑化施設の整備が行われたことは評価しますが、

助成実績は、2021年度と同じ３件とのことです。

また、予算の執行率についても、2021年度は９割

以上でしたが、2022年度は３割に満たない状況で

あり、まだ十分に助成金が活用されていない状況

であると考えます。 

 そこで、質問です。 

 事業者から複数の事前相談が寄せられたとのこ

とでしたが、2023年度の助成見込みについて伺い

ます。 

●鈴木みどりの管理担当部長  2023年度の助成

見込みについてお答えいたします。 

 2023年度は、緑化の下限面積の緩和を受けた助

成の申請を含む５件、総額約2,450万円の交付を

決定いたしまして、予算枠全ての執行を予定して

おります。その結果、多くの人々が訪れます商業

施設やオフィスビルなど、様々な場所で緑の空間

が創出されるものと考えております。 

●たけのうち有美委員  2019年度、2020年度の

２年間、助成の実績がなかったことを思えば、今

年度の予算が満額の執行見込みとなる状況は、こ

れまでの見直し効果が少しずつ現れてきているか

と思います。 

 昨今の建設資材や人件費の高騰などの社会情勢

の変化などがありますが、今後も、継続して事業

者が緑化施設の整備に取り組むことができるよ

う、助成制度を運用していくことが重要です。ま

た、実際に緑化施設の整備に取り組む事業者の声

を把握し、助成制度に反映していくことが必要で

あると考えます。 

 そこで、質問ですが、今後の助成制度の方向性

についてどのように考えているのか、伺います。 

●鈴木みどりの管理担当部長  今後の助成制度

の方向性についてお答えいたします。 

 これまでも、事業者へのアンケートやヒアリン

グ調査などを参考に、助成対象エリアの拡大や緑

化の下限面積の緩和など、適宜、要綱の見直しを

行い、その周知を図ってきました。また、事業者

に対するアンケート調査では、助成制度を利用し

たことで緑が増え、より過ごしやすい、快適な空

間をつくることにつなげられたなどの声をいただ

いておりまして、事業者の緑化に対する意識が醸

成されてきたものと認識しております。 

 今後も、事業者のニーズを捉えた見直しを行い

つつ、より多くの事業者がより簡単に利用できる

よう、花苗などの助成対象となる緑化資材の明確

化や、申請手続の簡素化など、効率的・効果的な

運用を検討していきたいと思います。 

●たけのうち有美委員  今後も、事業者のニー

ズを捉えた見直しを行いつつ、より多くの事業者

がより簡単に利用できるよう、効率的・効果的な

運用を検討していくとのことでした。今後、助成

額の引上げも検討していただきたいと思います。 

 都心において緑豊かで居心地のよい空間を整備

するためには、民間事業者の理解や協力が重要で

す。現在策定中である札幌市都心のみどりづくり

方針（案）においても、民間開発等との連携によ

る魅力的なみどり空間の創出を掲げていることか

ら、助成制度も含め、官民連携による緑豊かな空

間形成のための取組について、検討を進めていた

だきたいと思います。 

 市民への周知についてですが、市のホームペー

ジに緑化施設整備のビフォー・アフターの様子が

掲載されています。見比べますと、緑化の力で潤

いのある空間になっていることが分かります。ぜ

ひとも、この取組を、市のホームページだけでは

なく、公式ＳＮＳを活用するなどして、この情報
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が広く市民や事業者に届くように工夫をしていた

だきたいです。 

 2021年度に緑化助成を実施した３施設を利用し

た方々へのアンケートでは、271名から回答があ

りましたが、緑化施設の印象については、７割以

上が「良い」「まあ良い」という回答でした。施

設のイメージアップにつながるかという設問につ

いても７割以上の方が「そう思う」と答えている

ことから、市民にとって緑化空間が好印象という

ことがうかがえます。ぜひ、今後は、多くの人が

利用する地下歩行空間などでの緑化を進めること

も検討していただきたいと思います。 

 今後も、市民や観光客に潤いや安らぎを与え

る、札幌らしい緑豊かな潤いのある空間創出のた

め、官民連携による緑化を推進し、活用しやすい

制度となるよう、引き続き検討することを求め

て、私からの質問を終わります。 

●わたなべ泰行委員  私からは、藻南公園の再

整備について伺います。 

 藻南公園は、昭和32年に開設された南区唯一の

総合公園として、地域の方々のみならず、広く市

民に親しまれているところでございます。豊平川

の上流部に位置し、その左岸、右岸、両方にまた

がる形で公園が整備されていることから、雄大な

自然に囲まれつつ、バーベキューやスポーツ、遊

びを楽しむことができ、市内の他の公園にはない

魅力や特色を有しているものと認識しておりま

す。 

 特に、豊平川の河川敷でバーベキューを楽しめ

る環境は人気が高く、夏場は多くの家族やグルー

プでにぎわっている様子を目にしております。ま

た、およそ１万人の来場者数がある地域の一大イ

ベント、もいわ夏まつりの開催場所にもなってお

り、毎年、多くの地域住民が集い、交流する場に

もなっております。しかしながら、公園の開設か

ら66年が経過し、これまでに改修や施設更新を

行ってきた公園施設も含めて、全体的に老朽化が

進んでいるように見受けられます。 

 ご承知のとおり、南区は、札幌市の中で人口減

少や高齢化が最も進んでいる区であり、今後、地

域を活性化させていくためには、交流人口を増や

すことが重要と考えております。そういった意味

においても、藻南公園は、南区における交流人口

を増やし、にぎわいを創出する場として大きなポ

テンシャルを有していると考えておりますが、そ

の実現に向けては、様々な改善点があるように感

じております。 

 こうした中、札幌市は、昨年度から再整備に向

けた調査検討作業に着手しているとのことであ

り、私も大いに期待をしているところでございま

す。 

 そこで、質問ですが、現在の藻南公園につい

て、どのような課題があると認識しているのかを

伺います。 

●高橋みどりの推進部長  現在の藻南公園に対

する課題意識についてお答えいたします。 

 藻南公園につきましては、委員がご指摘の公園

施設全体の老朽化のほか、駐車場の不足、バリア

フリーへの未対応といった課題が生じておりま

す。特に、公園管理事務所につきましては、老朽

化のほか、場所が分かりづらいことや、公園利用

者への対応を行うための十分なスペースもないと

いった課題があると認識しております。また、樹

木の成長や繁茂に伴い、一部のエリアで視認性の

低下や死角が生じているほか、豊平川の流れや河

岸段丘、おいらん淵といった貴重な景観資源を眺

めることができない状況も生じており、こういっ

た点も課題と捉えております。 

 一方、地域の方々に対しましても、昨年度、藻

南公園の課題等についてヒアリングを行いました

が、駐車場の不足や公園管理事務所の分かりづら

さ、樹木の成長による暗がりといった同様の声を

いただいているところでございます。 

●わたなべ泰行委員  公園施設全体が老朽化し

ている、地域の方にもいろいろ意見を伺っていた

だいたという中で、老朽化、また、駐車場の不足

ですね。また、せっかく貴重な景観の資源を生か

し切れていない、また、バリアフリーへの未対応
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など、こういった課題を札幌市として認識をして

いるという答弁でございました。 

 私自身も、もいわ夏まつりの機会などで、折に

触れて藻南公園を訪れておりますけれども、まさ

に同じような課題を感じておりましたし、私自身

のところにも地域の方から同様の声をいただいて

いたところでもございました。 

 今の答弁におきまして、公園管理事務所につい

ては、場所が分かりづらい、こういった課題もあ

るとの答弁でございましたから、今後、移設を含

めて、建て替えの検討も必要な状況だと思いま

す。 

 そこで、質問ですが、これらの課題の解決に向

けて、どのような方向で再整備の検討を行おうと

しているのかを伺います。 

●高橋みどりの推進部長  再整備に向けた検討

の方向性についてお答えいたします。 

 藻南公園は、南区民のみならず、全市民に広く

利用され、愛されていることから、これまでの機

能を引き継いでいくことを基本としつつ、さら

に、公園全体の利便性や魅力の向上が図られるよ

う検討していきたいと考えております。 

 その上で、公園管理事務所につきましては、委

員のご指摘のとおり、移設を含めた建て替えの検

討を行い、さらには、公園利用者の休憩や交流の

場を備えたパークセンターとしての機能強化につ

いても検討していきたいと考えております。 

 また、ほかの施設の改修に際しましては、バリ

アフリーや遊具の安全基準といった現行基準に適

合させることはもちろんのこと、多くの利用者が

見込まれる公園のトイレにつきましては、多様な

人々が利用しやすいように、ユニバーサル化を進

めてまいりたいと考えております。 

 そのほかに、不足が生じている駐車場について

は拡充を行うこととし、おいらん淵といった貴重

な景観資源が十分に生かされるよう、樹木の間引

きや公園内のしつらえについても検討していく予

定でございます。 

 今年度は、再整備に向けた基本計画の策定作業

を進めているところであり、これまで以上に、来

園者が増え、広く市民の交流の場として利活用が

進むよう検討を深めてまいりたいと考えておりま

す。 

●わたなべ泰行委員  公園自体の利便性、魅力

づくり、こういったことに尽力していく、具体的

には、管理事務所の移設ですとか、また、交流

パークセンター、こういったご構想があったり、

特に、我が会派でも進めてきました共生社会の実

現に向けたユニバーサルの考え方、こういった考

え方も取り入れていく等の具体的な、非常に前向

きな答弁をいただきました。藻南公園の利便性や

魅力が向上し、これまで以上に、来園者が増え

て、交流人口の増加、地域の活性化に寄与するこ

とを大いに期待したいと思っております。 

 最後に、要望です。 

 札幌市では、昨年度に策定しました第２次札幌

市まちづくり戦略ビジョン、このビジョン編の中

でも、まちづくりの重要概念の一つにユニバーサ

ルを位置づけております。誰もが互いにその個性

や能力を認め合い、多様性が強みとなる社会、こ

の実現に向けた全庁的な取組を進めておりますけ

れども、この視点というのは、先ほど答弁もござ

いましたが、公園の整備においても大変に重要な

ものだと私は考えております。 

 公園全体の利便性や魅力の向上、バリアフリー

化への対応、公園トイレのユニバーサル化といっ

た発言はありましたけれども、ご承知のとおり、

このユニバーサルの観点、今春、我が会派でも推

進してまいりましたが、農試公園、こちらのほう

で、性別や国籍、障がいの有無などにもかかわら

ず、誰もが遊べるインクルーシブ遊具、これを導

入した広場がオープンをいたしました。本市で初

めてのインクルーシブ公園でございました。 

 札幌市では、現在、この遊具広場について利用

実態調査を行っているとのことでございますが、

その検証結果も踏まえながら、ぜひ、前向きに藻

南公園へのインクルーシブ遊具導入についても検

討することを要望して、私の質問を終わります。 
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●伴 良隆委員  私は、街路樹の維持管理につ

いて伺います。 

 先ほどは、生活道路に関して、身近な問題とい

うことで取り上げさせていただきました。実は、

その当時の私の生活道路の質疑で、もう既にこの

街路樹の関係を私は示唆しておりまして、現場

で、私の地元でこういうことがあったということ

で、道路のところ、歩道ですけれども、そこに樹

木があって、そして、立派に育って、しかし、そ

の分、根が張って、凸凹になっているので、道路

を直していただいていた。ところが、道路を直し

ている中で、もちろん根はある程度切るのでしょ

うけれども、この木の在り方についてということ

で、その現場の方に聞いたら、それは土木セン

ターにお問い合わせください、こういうことに

なってしまっているということでございます。つ

まり、根本的な解決にならない。 

 これはどうしたものかなということで、当時、

生活道路の質疑もしましたし、みどりの管理担当

部長、当時の中西さんに質問をしていまして、出

席要請しまして、同じ建設局ですけれども。そし

て、私が、生活道路なんかは一致して、ちゃんと

みどり部門と道路部門はやってほしいという話を

する中において、こう答弁されています。街路樹

の生育する狭小路線につきましては、市民が安

全・安心に利用できるよう維持管理することが必

要であり、街路樹管理を担う当部といたしまして

も、道路管理部門と連携して対応することが重要

と。当たり前なんですけれども、この見解という

のは極めて大事だというふうに思っています。 

 先ほどクレームということを言いましたけれど

も、クレームを減らせばいいということじゃなく

て、市民のクレームを受け止めるというのは、市

民の目線に立って、市民のご意見、アイデアなり

意識というものをきちんと把握するということだ

と思うんです。言わずもがなですが。では、この

樹木に関するクレームというものをどう受け止め

ていくかということですけれども、クレームを減

らしていくということは、これは市民の満足度を

上げていくということですから、暮らしやすさと

いうことへの実現につながるということでござい

ます。 

 では、クレームは一体どうなっているか。少な

くとも、私は、いや、皆さんもそうだと思います

けれども、私は、雪もそうですけれども、特に樹

木への市民のご意見や苦情が非常に多くなってい

ます。僕の感覚というよりは、数字上もそうで

す。 

 そして、私の地元北区だけじゃなくて、ほかの

区からも私に問合せが来るぐらいになってきてい

ます。まさに私も四苦八苦ということですけれど

も、そういう意味で、なかなかこれは看過できな

い。 

 中央区の長内議員からも、私に資料提供があり

まして、伴君、質疑するんだったらということ

で、中央区にシンジュというすごい繁殖力を持っ

た、これを撤去していただいているようですけれ

ども、こういうものもあるので、伴君、議会でや

るんだったら、ぜひというお話もありました。そ

ういう意味では、会派の思いもありますし、今日

は全ての委員の方々がそろっていますし、樹木と

いうものに対しては、いい声もあれば、非常に課

題視するクレームもたくさんあるんだと思うんで

す。 

 それで、私は、思い余って、これはもう質疑に

立ちますということでやらせていただいていま

す。 

 僕は緑が大好きです。大通のことも質問してい

ますし、緑はとても大事で、経済に負けないよう

に頑張ってほしい、都心の緑。ただ、緑は、これ

まで、都市の開発ということで、道路の景観であ

るとか、防災効果とか、都市環境の改善に非常に

寄与してきていたと思います。緑のあるまち札

幌、すばらしいと思いますね。ところが、高木の

街路樹、およそ約21万本ということで、緑豊かに

なった分、大きくなり過ぎて、本数も多くて、い

ろいろ課題が出てきているということでございま

す。 
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 これから聞きますけれども、これまでにやって

いただいてきたものもあると思うんです。ただ、

私は足りないと思いますね、これからもっと。な

ので、市民の街路樹に対する評価ということは、

今後考えますと、高まっていかないんではないか

なというふうにも思いますし、我々が扱う案件

も、私は土木センターの職員だと思って日々の仕

事をやっています。ですから、土木センターさん

は、伴さんから電話が鳴ってうるさいと思ってい

るかもしれませんけれども、何とか市の取組を理

解していただく中で、我々は地域にいますから、

苦情を受けて、ご意見を受けて、それを土木セン

ターへ届けているわけですね。どこまでやれるか

というのはありますけれども。 

 そういう意味で、一緒になって、皆さんと同じ

気持ちだと思うんですけれども、ただ、この課題

は高まっています。 

 聞きますけれども、街路樹の維持管理について

どのような課題があると認識されているのか、伺

います。 

●鈴木みどりの管理担当部長  私から、街路樹

の維持管理に関する課題の認識についてお答えい

たします。 

 札幌市では、昭和40年代から50年代の道路の整

備が盛んに行われた時代、短期的かつ広域的に緑

化を進めるために、早く成長する種類の樹木を用

いて、生活道路などの狭い歩道にも積極的に街路

樹を植えてきました。このように植えた街路樹が

大きく育つことで、早期に緑豊かなまち並みを形

成し、沿道景観に彩りや季節感、潤いをもたらす

ことができたものと考えます。 

 一方、維持管理に関しましては、街路樹の本数

が、先ほど伴委員からもありましたように21万本

と非常に多いことから、効率的に作業を進めてい

くことが課題になっております。 

 また、樹木の伸びた枝を切る剪定などを定期的

に行っているものの、成長が早い街路樹の枝葉

で、信号機や道路標識が見えにくい、交差点付近

の見通しが悪い、それから、私有地へ伸びた樹木

の枝葉が越境してしまう、狭い歩道では、街路樹

が車椅子の通行の妨げになるといった課題がある

と認識しております。 

●伴 良隆委員  課題、認識を披露していただ

きました。全く同じ、私も認識ですし、そういう

声ですよね。でも、厳しく言えば、天野副市長、

これはノット・ウオーカブルですね。そういうこ

とですね。暮らしやすさから、ちょっと、やっぱ

りずれてきている。歩きにくくなっているという

ことなんかも、お話があったとおりでございま

す。 

 それでは、先ほどの生活道路もそうですけれど

も、分かりますよ。優先順位があって、お金がと

いうのを土木センターが言うのも分かる。でも、

もう時代として、やんなきゃいけないことをやん

なきゃいけない時期に入っているんじゃないか

と。 

 これは、先ほどのように、ただ、ぽんとお金を

出す、やるというんじゃなくて、それが長持ちを

なるべくしやすいようにということです。ですか

ら、木を切ればいいというものではないと思いま

す。 

 ただ、現状、皆さんもそうだと思いますけれど

も、木を剪定してくださいと言うけれども、また

来年言うと、嫌じゃないですか。だから、がっつ

り切ってくださいと言う、木には申し訳ないけれ

ども。本当に申し訳ない、みすぼらしいと言った

らあれですけれども、かわいそうですよね、本当

に。でも、維持管理上、そういうふうにしたほう

がお互いクレームも数年間来ないわけです。そう

いうことも含めて、総合的に考えなきゃいけな

い。 

 実際に、この当時の基本方針には、ボリューム

アップ剪定ということで、一応やっていただいて

いるんですよ。ただ、手が回らないということが

非常に悩みの種ということなんだと思います。都

市の開発がいろいろ進んでいく中で出てきた弊害

ということになってしまうんだと思います。 

 課題は読み込めましたので、では、これまでは
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どうしてきたのかというところを確認してみたい

というふうに思います。 

 限られた財源で、広域的な21万本、大変だと思

いますけれども、ただ、様々な課題が出ていると

いうことに関しまして、やはり、これまでやって

きたことをまずしっかり捉えたいと思いますので

お聞きします。これまで何をされてきたのか、伺

います。 

●鈴木みどりの管理担当部長  課題に対するこ

れまでの取組についてお答えいたします。 

 札幌市では、生活への潤いを生み出す緑のまち

並みの実現などに向けまして、街路樹の様々な課

題を解決するべく、平成27年に札幌市街路樹基本

方針を策定いたしました。この方針に基づきまし

て、例えば、街路樹の種類をニセアカシアなどの

早く成長するものからヤマモミジなどの緩やかに

成長するものへ変更したり、交差点付近や歩道の

幅員が3.5メートル未満の狭い歩道で支障となっ

ている街路樹を撤去するなどの取組を進めてきま

した。 

 こうした取組を通じまして、安心・安全な暮ら

しを支える健全な街路樹づくりに努めてきたとこ

ろでございます。 

●伴 良隆委員  私の地元の近くにも防風林が

ありまして、あの防風林はとてもいいんですけれ

ども、その弊害もあって、不法投棄があったり、

ちゃんと維持管理されていないということもあっ

て、道路が変則になってしまうとかね、木を切れ

ないわけですから、環境アセスで。 

 ですから、緑と経済、緑と私たちの生活をどう

両立していくかというバランスは、非常に地域性

もあるし、緑が好きという人もいれば、やっぱ

り、それには、落ち葉は嫌だという人もいるかも

しれないし、いろいろだと思うので、本当に大変

だと思うんです。 

 現に、みどりの基本計画で、街路樹のめり張り

ある管理ということで、ちゃんとうたっていただ

いているんですよ。評価しています。今までのよ

うに木は守ろう守ろうという時代から、ちゃんと

管理しよう、場合によっては、剪定から伐採ま

で、生活に支障を来すぐらいだったら、これはも

うやむを得ません。木には本当に申し訳ないです

けれども、切らざるを得ないということは、方針

を転換したわけです。 

 そういう意味では、しっかりと管理をしてきた

ということについては、ある一定の評価はできる

かなとは思うんですけれども、ただ、現状、こう

いうクレームの数が増えている、僕は増えている

と思います。じゃあ、このままでいいのかといっ

たら、よくないわけであります。 

 そこで、ただしてまいりますけれども、こう

いった基本方針ですね。札幌市街路樹基本方針は

ありますけれども、実際は市民の支持を得られて

いないのが実情だと思います。じゃ、これからど

うしていくのかということをお聞きしたいと思い

ますけれども、実際、いろいろ種類の、ご答弁が

ありましたけれども、種類の変更、植え替えと

か、街路樹の撤去、場合によっては撤去というこ

とはやられてきたものの、そういう意味では、ま

だまだこの方針というものが行き渡っていない、

つまり、実情として市民の手元に届いていない

と。生活の暮らしやすさに届いていないという現

状を含めて考えますと、今後、街路樹の維持管理

について、どのように取組を進めていくのか、伺

います。 

●鈴木みどりの管理担当部長  街路樹の維持管

理に関する今後の取組についてお答えいたしま

す。 

 市民に共感される街路樹を実現していくため

に、これまでの取組の結果について検証を進めな

がら、札幌市街路樹基本方針を見直しまして、よ

り実効性のある方針としていく予定でございま

す。 

 この見直し作業では、特に改善効果の大きな取

組から早期に着手できるように、市民や維持管理

業者の声をよく聞きまして、例えば、どのような

路線に重点を置き、どのようなタイミングで植え

替えや撤去を進めていくかといった具体的なロー
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ドマップを盛り込みまして、良好な住環境づくり

に努めていく考えでございます。 

 このような方針の見直しを契機に、課題解決へ

向けた取組を確実に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

●伴 良隆委員  意志を確認させていただきま

した。 

 一方でまた、この方針を見直すともおっしゃい

ました、はっきりと。そして、僕が気にしてい

た、見直してもどこまでブレークダウンできる

か、現場に行き渡るかですから、今お話があっ

て、ロードマップもつくりますということもおっ

しゃいました。アプローチの仕方、そして、当

然、検証も必要です。これは、また私は議会で質

疑します。必ずやります。市民の皆さんからク

レームをいただいていますのでね。 

 ただ、一旦、その課題も認め、これまでやって

きたこともあって、でも、まだまだ足りないんだ

と。だから、方針をしっかり見直して、もっと力

を入れていきたいという話もございました。でき

れば、既往の予算でやってほしいけれども、先ほ

ども生活道路でも言いましたけれども、次の財産

だと言うんだったら、場合によっては、次の方々

に向けて財政投資をするというのはありです。こ

れはありです。木はまだ寿命がありますから。 

 そういう意味で、今お話があった方針の見直し

やロードマップというものは、また報告を求めた

いと思いますけれども、もともと緑のある暮らし

というのが特に札幌らしさですけれども、どこで

も緑のある暮らしというのはすばらしいものだと

思いますね。ところが、一方で、適時適切な管理

が必要ということです。ここに苦しさがあるんで

すけれども、今お話しになったこと、方針を見直

してロードマップをつくるということは、やは

り、積極的な取組をしますという宣言ですね。そ

して、そこには実行力と実効性を求めなければい

けないのです。先ほどの生活道路もそうです。そ

こは、必ず求められるんですけれども、そこも後

押しするのがこの方針の見直しなり、ロードマッ

プだと思っています。 

 そこは、本当に評価をしますけれども、この市

民理解とか暮らしやすさというものを得ていくた

めにも、また、現場の施工サイドにも、しっかり

と、こういった考え方から事業へ、そして、先ほ

どのように、こっちの話はこっちの人、こっちの

話はこっちの職員、それぞれの部に聞いてくださ

いなんてことにならないように、事業者にも、ま

た、広く市民にも、今、部長がお答えになった建

設局としての見解ですから、ぜひ我々が受けてい

るこのクレームの数を少しでも減らして、市民の

皆さんから、緑があって適切に管理していてあり

がとうと市役所職員の皆さんも言われるように、

僕はありがとうと言われなくてもいいですけれど

も、そういうようなまちづくりに寄与していただ

きたいというふうに考えております。 

 なお、私は緑が大好きでございますので、その

ことだけは一言申し添えて、質問を終えます。 

●成田祐樹委員  私からは、本市のＰａｒｋ－

ＰＦＩの取組についてお伺いをしたいと思いま

す。 

 平成30年１定の予算特別委員会にて、札幌市都

市公園条例の一部を改正する条例案、いわゆるＰ

ａｒｋ－ＰＦＩに関する議論が行われ、その後、

条例改正に至りました。 

 当時、私もこの条例改正に関する質疑をさせて

いただき、その際に、理事者から、札幌市は、政

令指定都市の中でも公園数が非常に多いため、維

持管理や整備費の縮減、公園の魅力向上等が期待

されている本制度について、積極的に活用してい

きたいといったような答弁をいただいたと記憶し

ております。しかしながら、その後、５年以上が

経過しましたが、札幌市では、いまだにＰａｒｋ

－ＰＦＩが実施されていない状況が続いていま

す。 

 先日、建設委員会にて行政視察に行った際、広

島市のＰａｒｋ－ＰＦＩを見てまいりました。原

爆ドームの向かい側、旧広島市民球場のあった好

立地ということもあり、導入しやすかった状況も



 

- 40 - 

あったものと思われますが、コロナ禍の期間にお

いてもしっかりと準備を重ねたように見受けられ

ました。 

 札幌市は、非常に公園数が多いということは、

それだけ候補として考えられる公園も多いはずな

のですが、積極的に活用すると答弁されたにもか

かわらず、現在、残念ながら計画が進んでいない

ことに、私としては違和感を覚えているところで

す。 

 ここでまず、お伺いしますが、本市でＰａｒｋ

－ＰＦＩが進んでいないことについて、市はどの

ように受け止めているのか、見解をお聞かせ願え

ればと思います。 

●高橋みどりの推進部長  Ｐａｒｋ－ＰＦＩが

進んでいないことについて、市はどのように受け

止めているのかについてお答えいたします。 

 本市では、平成29年の都市公園法の改正によ

り、いわゆるＰａｒｋ－ＰＦＩ制度が創設された

ことを踏まえまして、早期の制度活用を目指し、

集客の見込める複数の大規模公園を候補として検

討を開始いたしました。 

 冬場の公園利用者が少ないという採算上の課題

はあるものの、平成30年度に行ったサウンディン

グ型市場調査の結果、民間事業者の参入意欲が確

認されましたことから、これら候補となる公園の

うち、百合が原公園を対象として取組を進めてき

たところでございます。しかしながら、令和２年

度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大により、民間事業者が新規出店を控え

るという傾向にあって、公募を見送らざるを得

ず、また、昨年度は、公募を実施しましたもの

の、資材価格高騰の影響などにより、民間事業者

から応募がなかった結果でありました。 

 こうした経緯により、当初想定していたスケ

ジュールよりも遅れが生じているところであり、

飲食施設などによる新たな魅力創出を心待ちにし

ている市民の皆様には申し訳なく思っているとこ

ろでございます。 

●成田祐樹委員  確かに、コロナ禍で飲食店の

進出等が進みにくい状況であったというところは

一定程度の理解はしたいというふうに思っており

ますし、また、冬期間の営業ということを考える

と、やっぱり、他市と比較すると難しいという側

面があるのも一理あるというふうに思っておりま

す。しかしながら、本年、国交省が出した事例集

では、各自治体が事業者とうまく連携をしながら

実施しているケースが多数載っており、全ての自

治体がコロナ禍等によって動きを止めていたとは

考えにくいところです。 

 また、これまでも、事業者等からの問合せが幾

つかあったと聞いておりますし、平成30年の委員

会時の答弁でも、カフェ等の誘致の可能性や公園

の活用に関するアイデア等を聞き取り、公募対象

となる公園や施設等の条件を整理いたしまして、

さらに公園の管理運営の在り方を示すという答弁

がございましたが、果たして、札幌市において本

当にそれができていたのか、残念ながら、今の状

況を見ますと、若干の疑問符が残るところでござ

います。 

 ここでお伺いしますが、Ｐａｒｋ－ＰＦＩにつ

いて、事業者からアイデア等の聞き取りや条件整

理の準備がしっかりできていなかったのではない

かと考えますが、市の見解をお伺いしたいと思い

ます。 

●高橋みどりの推進部長  Ｐａｒｋ－ＰＦＩに

ついて、事業者からのアイデア等の聞き取りや条

件整理の準備がしっかりできていたのかというこ

とについてお答えいたします。 

 Ｐａｒｋ－ＰＦＩの導入に向け、コロナ禍に

あっても、民間事業者の参入意欲を適宜確認しつ

つ、事業アイデアや要望を丁寧に聞き取りなが

ら、条件を整理してきました。その上で、昨年

度、公募を実施したものの、残念ながら応募がな

かったところでございます。 

 その後、改めて、民間事業者に対して応募でき

なかった要因や参入しやすい条件についてヒアリ

ングを行い、また、市民にとってもより公園利便

性が高まるよう、公募条件を見直した上で、８月



 

- 41 - 

31日から再公募を実施しているところでございま

す。 

●成田祐樹委員  これまで丁寧に対応されたよ

うなという形で私は受け止めておりますが、た

だ、少なくとも、札幌市の対応に関して、特に条

件整理の部分などで不満の声も上がっているとい

うような声も聞いております。そのような評判が

立ってしまうと、今後のＰａｒｋ－ＰＦＩの導入

について、どこからも手が挙がらなくなってしま

うということも懸念しなければなりません。立地

条件の優れていた広島市でも、一つしか手が挙が

らなかったという話を聞いてまいりました。 

 不確定要素の強いＰａｒｋ－ＰＦＩは、今の状

況を見ていると、取り合いになるような事業では

なく、民間の意向も十分に聞き取りした形でなけ

れば導入することが難しいと感じますし、単にコ

ンビニや飲食店を幹線道路側に置いただけの場貸

しの仕組みでは、まちづくりの観点からも望まし

いとは言えません。ぜひ、そこは注意をしていた

だきたいというふうに思います。 

 また、平成30年の当時、私から市側が候補とし

て挙げた公園以外にも選択肢として挙げるべきで

はないかと申し上げたところ、答弁として、候補

となる公園の選定について、冬季の利活用等を含

めた潜在的な公園の可能性も捉える必要があるこ

とは認識しており、公募対象となる公園の候補を

広げることについて検討してまいりたいという回

答がありました。 

 また、令和３年２定の経済観光委員会では、私

のほうから、ＤＭＯの安定した収入の一環として

Ｐａｒｋ－ＰＦＩの導入について触れ、平らな公

園だけではなく、冬季のメリットを生かせるよう

な山のある公園の利活用についてもお話をさせて

いただいたところです。 

 今後も、Ｐａｒｋ－ＰＦＩに参画する事業者の

意向が見えないようであれば、以前にいただいた

答弁のとおり、公募となる公園の候補を広げるよ

うな検討をしていくべきではないでしょうか。 

 ここでお伺いしますが、現状、Ｐａｒｋ－ＰＦ

Ｉの導入ができていないことと、平成30年当時の

答弁を踏まえ、今後の公園の候補についてはどの

ように考えていくのか、見解をお聞かせ願えれば

と思います。 

●高橋みどりの推進部長  現状、Ｐａｒｋ－Ｐ

ＦＩの導入ができていないことと、今後の公園の

候補についてはどのように考えていくのかについ

てお答えいたします。 

 平成30年当時は、大規模公園を対象に、Ｐａｒ

ｋ－ＰＦＩによる収益性や市民ニーズ、公園施設

の老朽化対応の緊急度、公園全体の魅力向上の必

要性など、様々な観点から検討をし、その結果、

早期に事業着手が可能と見込まれた百合が原公園

を対象としたところでございます。 

 まずは、百合が原公園でのＰａｒｋ－ＰＦＩの

実現に向けて全力で取り組んでいき、その効果を

検証した上で、今後のＰａｒｋ－ＰＦＩ導入につ

いても検討してまいりたいと考えております。 

●成田祐樹委員  百合が原公園でまずは一生懸

命やりたいということで、幾つもの公園も抱えな

がら、同時に並行していくというような状況では

ないと思いますし、まずは、その百合が原公園を

しっかりやっていきたいというところは、私も応

援したいというふうに思っております。 

 ぜひ、そこでの成功事例を生かしながら、他の

公園に広げていくということを求めたいと思いま

すし、またさらには、その条件整理のところにつ

いては、しっかりと事業者から聞き取りをして、

さらなる札幌市内の公園の利活用につながるよう

進めていただくことを求めまして、質問を終わり

たいと思います。 

●丸山秀樹委員長  以上で、第６項 公園緑化

費のうち建設局関係分の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の質疑を終了いたします。 

 次回の委員会ですが、10月10日火曜日午後１時

から、病院局並びに保健福祉局関係のうち、総務

部、障がい保健福祉部及び保険医療部、国民年金

関係の質疑を行いますので、定刻までにご参集く

ださい。 
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 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後４時27分 


